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令和４年度税制改正の大綱 

 

令和３年12月24日  

閣 議 決 定  

 

成長と分配の好循環の実現に向けて、多様なステークホルダーに配慮した経営と

積極的な賃上げを促す観点から賃上げに係る税制措置を抜本的に強化するとともに、

スタートアップと既存企業の協働によるオープンイノベーションを更に促進するた

めの措置を講ずる。また、カーボンニュートラルの実現に向けた観点等を踏まえ、

住宅ローン控除等を見直す。加えて、景気回復に万全を期すため、土地に係る固定

資産税等の負担調整措置について、激変緩和の観点から所要の措置を講ずる。具体

的には、次のとおり税制改正を行うものとする。 

 

一 個人所得課税 

１ 住宅・土地税制 

（国 税） 

〔延長・拡充等〕 

 （1）住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について適用期限（令和３

年12月31日）を令和７年12月31日まで４年延長するとともに、次の措置を講ず

る。 

  ① 住宅の取得等をして令和４年から令和７年までの間に居住の用に供した場

合の住宅借入金等の年末残高の限度額（借入限度額）、控除率及び控除期間

を次のとおりとする。 

   イ ロ以外の住宅の場合 

居住年 借入限度額 控除率 控除期間 

令和４年・令和５年 3,000 万円 
0.7％ 

13 年 

令和６年・令和７年 2,000 万円 10 年 

   （注）上記の金額等は、住宅の取得等が居住用家屋の新築、居住用家屋で建

築後使用されたことのないものの取得又は宅地建物取引業者により一定

の増改築等が行われた一定の居住用家屋の取得である場合の金額等であ
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り、それ以外の場合（既存住宅の取得又は住宅の増改築等）における借

入限度額は一律 2,000 万円と、控除期間は一律 10 年とする。 

   ロ 認定住宅等の場合 

 居住年 借入限度額 控除率 控除期間 

認定住宅 
令和４年・令和５年 5,000 万円 

0.7％ 13 年 

令和６年・令和７年 4,500 万円 

ＺＥＨ水準 

省エネ住宅 

令和４年・令和５年 4,500 万円 

令和６年・令和７年 3,500 万円 

省エネ基準 

適合住宅 

令和４年・令和５年 4,000 万円 

令和６年・令和７年 3,000 万円 

   （注１）上記の「認定住宅等」とは、認定住宅、ＺＥＨ水準省エネ住宅及び

省エネ基準適合住宅をいい、上記の「認定住宅」とは、認定長期優良

住宅及び認定低炭素住宅をいう。 

   （注２）上記の金額等は、住宅の取得等が認定住宅等の新築又は認定住宅等

で建築後使用されたことのないもの若しくは宅地建物取引業者により

一定の増改築等が行われたものの取得である場合の金額等であり、住

宅の取得等が認定住宅等で建築後使用されたことのあるものの取得で

ある場合における借入限度額は一律3,000万円と、控除期間は一律10

年とする。 

② 適用対象者の所得要件を 2,000 万円以下（現行：3,000 万円以下）に引き

下げる。 

  ③ 個人が取得等をした床面積が 40 ㎡以上 50 ㎡未満である住宅の用に供する

家屋で令和５年 12 月 31 日以前に建築確認を受けたものの新築又は当該家屋

で建築後使用されたことのないものの取得についても、本特例の適用ができ

ることとする。ただし、その者の控除期間のうち、その年分の所得税に係る

合計所得金額が 1,000 万円を超える年については、適用しない。 

  ④ 令和６年１月１日以後に建築確認を受ける住宅の用に供する家屋（登記簿

上の建築日付が同年６月 30 日以前のものを除く。）又は建築確認を受けない

住宅の用に供する家屋で登記簿上の建築日付が同年７月１日以降のもののう

ち、一定の省エネ基準を満たさないものの新築又は当該家屋で建築後使用さ
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れたことのないものの取得については、本特例の適用ができないこととする。 

⑤ 適用対象となる既存住宅の要件について、築年数要件を廃止するとともに、

新耐震基準に適合している住宅の用に供する家屋（登記簿上の建築日付が昭

和 57 年１月１日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅の

用に供する家屋とみなす。）であることを加える。 

  ⑥ 年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除その他の

措置について、所要の措置を講ずる。 

（注）上記②及び⑤の改正は、住宅の取得等をして令和４年１月１日以後に居住

の用に供した場合について適用する。 

 （2）認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除について適用期限（令

和３年 12月 31 日）を令和５年 12月 31 日まで２年延長するとともに、対象住

宅の新築等をして令和４年及び令和５年に居住の用に供した場合の対象住宅、

標準的な性能強化費用に係る控除対象限度額及び控除率を次のとおりとする。 

居住年 対象住宅 控除対象限度額 控除率 

令和４年・

令和５年 

認定住宅 

ＺＥＨ水準省エネ住宅 
650 万円 10％ 

（3）東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別

控除の控除額に係る特例について適用期限（令和３年 12 月 31 日）を令和７年

12 月 31 日まで４年延長するとともに、次の措置を講ずる。 

① 再建住宅の取得等をして令和４年から令和７年までの間に居住の用に供し

た場合の再建住宅借入金等の年末残高の限度額（借入限度額）、控除率及び

控除期間を次のとおりとする。 

居住年 借入限度額 控除率 控除期間 

令和４年・令和５年 5,000 万円 
0.9％ 13 年 

令和６年・令和７年 4,500 万円 

  （注）上記の金額等は、再建住宅の取得等が居住用家屋の新築又は居住用家屋

で建築後使用されたことのないもの若しくは宅地建物取引業者により一定

の増改築等が行われたものの取得である場合の金額等であり、それ以外の

場合（既存住宅の取得又は住宅の増改築等）における借入限度額は一律

3,000 万円と、控除期間は一律 10 年とする。 
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  ② 令和７年１月１日以後に居住の用に供する再建住宅のうち、警戒区域設定

指示等の対象区域外に従前住宅が所在していた場合については、本特例の適

用ができないこととする。 

  ③ 上記（1）②から⑤までと同様の措置を講ずる。 

 （4）住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る確定申告手続等につ

いて、次の措置を講ずる。 

  ① 令和５年１月１日以後に居住の用に供する家屋について、住宅借入金等を

有する場合の所得税額の特別控除（以下「住宅ローン控除」という。）の適

用を受けようとする個人は、住宅借入金等に係る一定の債権者に対して、当

該個人の氏名及び住所、個人番号その他の一定の事項（以下「申請事項」と

いう。）を記載した申請書（以下「住宅ローン控除申請書」という。）の提出

をしなければならないこととする。 

  ② 住宅ローン控除申請書の提出を受けた債権者は、当該住宅ローン控除申請

書の提出を受けた日の属する年の翌年以後の控除期間の各年の10月31日（そ

の提出を受けた日の属する年の翌年にあっては、１月31日）までに、当該住

宅ローン控除申請書に記載された事項及び当該住宅ローン控除申請書の提出

をした個人のその年の12月31日（その者が死亡した日の属する年にあっては、

同日）における住宅借入金等の金額等を記載した調書を作成し、当該債権者

の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

この場合において、当該債権者は、当該住宅ローン控除申請書につき帳簿を

備え、当該住宅ローン控除申請書の提出をした個人の各人別に、申請事項を

記載し、又は記録しなければならないこととする。 

  ③ 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除証明書の記載事項に、住

宅借入金等の年末残高を加えることとする。 

  ④ 令和５年１月１日以後に居住の用に供する家屋に係る住宅ローン控除の適

用を受けようとする個人は、住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書及

び新築の工事の請負契約書の写し等については、確定申告書への添付を不要

とする。この場合において、税務署長は、確定申告期限等から５年間、当該

適用に係る新築の工事の請負契約書の写し等の提示又は提出を求めることが

できることとし、当該求めがあったときは、その適用を受ける個人は、当該
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書類の提示又は提出をしなければならないこととする。 

  ⑤ 給与等の支払を受ける個人で年末調整の際に、令和５年１月１日以後に居

住の用に供する家屋に係る住宅ローン控除の適用を受けようとするものは、

住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書については、給与所得者の住宅

借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書への添付を不要とする。 

  ⑥ その他所要の措置を講ずる。 

 （注）上記の改正は、居住年が令和５年以後である者が、令和６年１月１日以後

に行う確定申告及び年末調整について適用する。 

 （5）所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の改正を前提に、次の

措置を講ずる（次の②の措置については、法人税についても同様とする。）。 

  ① 地域福利増進事業の拡充後も引き続き、所有者不明土地の利用の円滑化等

に関する特別措置法の規定により行われた裁定に係る裁定申請書に記載され

た地域福利増進事業を行う事業者に対する一定の土地等の譲渡で、当該譲渡

に係る土地等が当該地域福利増進事業の用に供されるものを優良住宅地の造

成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の対象とす

る。 

  ② 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する土地収用

法の特例の対象となる土地の範囲の拡充後も引き続き、当該土地収用法の特

例の規定による収用があった場合を収用交換等の場合の譲渡所得の5,000万

円特別控除等の対象とする。 

 （6）博物館法の改正を前提に、次の措置を講ずる（法人税についても同様とす

る。）。 

  ① 登録要件の見直し後の博物館に関する事業のために収用により土地等が買

い取られる場合について、引き続き収用交換等の場合の譲渡所得の5,000万

円特別控除等の対象とする。 

  ② 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円特別

控除について、次の措置を講ずる。 

   イ 博物館に相当する施設の指定要件の見直し後も引き続き、重要文化財、

史跡、名勝又は天然記念物として指定された土地が博物館又は植物園のう

ち博物館法の規定により博物館に相当する施設として指定を受けたものの
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設置及び管理の業務を主たる目的とする地方独立行政法人に買い取られる

場合を適用対象とする。 

   ロ 適用対象に、重要文化財、史跡、名勝又は天然記念物として指定された

土地が博物館又は植物園のうち博物館法の規定により登録を受けた博物館

の設置及び管理の業務を主たる目的とする地方独立行政法人に買い取られ

る場合を加える。 

 （7）農業経営基盤強化促進法等の改正を前提に、次の措置を講ずる（次の①から

③までの措置については、法人税についても同様とする。）。 

  ① 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円特別

控除における農用地利用規程の特例に係る措置について、地域農業経営基盤

強化促進計画（仮称）の特例に係る事項が定められた地域農業経営基盤強化

促進計画（仮称）の区域内にある農用地に係る措置に改組する。 

  ② 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控

除の適用対象となる農用地区域内にある農用地が農業経営基盤強化促進法の

協議に基づき農地中間管理機構（一定のものに限る。）に買い取られる場合

について、その農用地が地域農業経営基盤強化促進計画（仮称）の区域内に

ある場合に限定する。 

  ③ 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の800万円特別控除に

おける農用地利用集積計画に係る措置について、農用地区域内にある土地等

を農用地利用集積等促進計画（仮称）の定めるところにより譲渡した場合の

措置に改組する。 

  ④ その他所要の措置を講ずる。 

 （8）居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限（令和３

年 12 月 31 日）を令和５年 12 月 31 日まで２年延長する。 

 （9）特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限（令和３年 12月 31日）

を令和５年 12 月 31 日まで２年延長する。 

 （10）既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除について、適用期限

（令和３年 12 月 31 日）を令和５年 12 月 31 日まで２年延長するとともに、次

の措置を講ずる。 

  ① 令和４年及び令和５年に耐震改修工事をした場合の標準的な工事費用の額
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に係る控除対象限度額及び控除率を次のとおりとする。 

工事完了年 控除対象限度額 控除率 

令和４年・令和５年 250 万円 10％ 

② 標準的な工事費用の額について、工事の実績を踏まえて見直しを行う。 

 （11）既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、

適用期限（令和３年 12 月 31 日）を令和５年 12 月 31 日まで２年延長するとと

もに、次の措置を講ずる。 

  ① 特定の改修工事をして令和４年及び令和５年に居住の用に供した場合の標

準的な工事費用の額に係る控除対象限度額及び控除率を次のとおりとする。 

居住年 対象工事 
控除対象 

限度額 
控除率 

令和４年・

令和５年 

バリアフリー改修工事 200 万円 

10％ 

省エネ改修工事 
250 万円 

（350 万円） 

三世代同居改修工事 250 万円 

耐震改修工事又は 

省エネ改修工事と併せて行う

耐久性向上改修工事 

250 万円 

（350 万円） 

耐震改修工事及び 

省エネ改修工事と併せて行う

耐久性向上改修工事 

500 万円 

（600 万円） 

  （注）カッコ内の金額は、省エネ改修工事と併せて太陽光発電装置を設置する

場合の控除対象限度額である。 

  ② 個人が、当該個人の所有する居住用の家屋について上記（10）①の耐震改

修工事又は上記①の対象工事をして、当該家屋を令和４年１月１日から令和

５年 12 月 31 日までの間にその者の居住の用に供した場合（その工事の日か

ら６月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。）には、一定の要件の

下で、当該個人の居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から次に掲

げる金額の合計額（当該耐震改修工事又は対象工事に係る標準的な工事費用
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相当額の合計額と 1,000 万円から当該金額（当該金額が控除対象限度額を超

える場合には、当該控除対象限度額）を控除した金額のいずれか低い金額を

限度）の５％に相当する金額を控除する。 

イ 当該耐震改修工事又は対象工事に係る標準的な工事費用相当額（控除対

象限度額を超える部分に限る。）の合計額 

ロ 当該耐震改修工事又は対象工事と併せて行うその他の一定の工事に要し

た費用の金額（補助金等の交付がある場合には当該補助金等の額を控除し

た後の金額）の合計額 

  （注）上記の「標準的な工事費用相当額」とは、耐震改修工事又は対象工事の

種類等ごとに標準的な工事費用の額として定められた金額に当該耐震改修

工事又は対象工事を行った床面積等を乗じて計算した金額（補助金等の交

付がある場合には当該補助金等の額を控除した後の金額）をいう。 

③ 適用対象となる省エネ改修工事を窓の断熱改修工事又は窓の断熱改修工事

と併せて行う天井、壁若しくは床の断熱改修工事（現行：全ての居室の全て

の窓の断熱改修工事又は全ての居室の全ての窓の断熱改修工事と併せて行う

天井、壁若しくは床の断熱改修工事）とする。 

  ④ 標準的な工事費用の額について、工事の実績を踏まえて見直しを行う。 

  ⑤ その他所要の措置を講ずる。 

 （12）被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例について、その譲渡期限の

要件を５年延長する。 

 （13）沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別

措置法の期限の延長を前提に、引き続き同法の買取協議に基づき土地を譲渡し

た場合の 5,000 万円特別控除を適用できることとする（法人税についても同様

とする。）。 

〔縮減等〕 

 （1）農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の 800 万円特別控除につ

いて、適用対象から次に掲げる場合を除外する（次の①及び②に掲げる場合に

ついては、法人税についても同様とする。）。 

  ① 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関す

る法律に規定する所有権移転等促進計画の定めるところにより土地等の譲渡
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をした場合 

  ② 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の

規定による都道府県知事のあっせんにより、同法の認定を受けた者に一定の

山林に係る土地の譲渡をした場合 

  ③ 集落地域整備法に基づく交換分合により土地等を取得しなかったことに伴

い清算金を取得する場合 

 （2）特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例につ

いて、買換資産が令和６年１月１日以後に建築確認を受ける住宅（登記簿上の

建築日付が同年６月 30 日以前のものを除く。）又は建築確認を受けない住宅で

登記簿上の建築日付が同年７月１日以降のものである場合の要件にその住宅が

一定の省エネ基準を満たすものであることを加えた上、その適用期限（令和３

年 12 月 31 日）を令和５年 12 月 31 日まで２年延長する。 

 （注）上記の改正は、令和４年１月１日以後に行う譲渡資産の譲渡に係る買換資

産について適用する。 

 （3）特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例について、集落地

域整備法に係る措置を廃止する（法人税についても同様とする。）。 

（地方税） 

〔延長・拡充等〕 

（1）個人住民税における住宅借入金等特別税額控除について、次の措置を講ずる。 

① 令和４年分以後の所得税において住宅借入金等特別税額控除の適用がある

者（住宅の取得等をして令和４年から令和７年までの間に居住の用に供した

者に限る。）のうち、当該年分の住宅借入金等特別税額控除額から当該年分

の所得税額（住宅借入金等特別税額控除の適用がないものとした場合の所得

税額とする。）を控除した残額があるものについては、翌年度分の個人住民

税において、当該残額に相当する額を当該年分の所得税の課税総所得金額等

の額に 100 分の５を乗じて得た額（最高 9.75 万円）の控除限度額の範囲内

で減額する。また、この措置による令和５年度以降の個人住民税の減収額は、

全額国費で補塡する。 

② その他所要の措置を講ずる。 

（2）居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限（令和３年
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12 月 31 日）を令和５年 12 月 31 日まで２年延長する。 

（3）特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限（令和３年 12 月 31 日）

を令和５年 12 月 31 日まで２年延長する。 

（4）個人住民税について、所得税における〔延長・拡充等〕（5）から（7）まで、

（12）及び（13）並びに〔縮減等〕（1）及び（2）の見直しに伴い、所要の措

置を講ずる。 

２ 金融・証券税制 

（国 税） 

〔延長・拡充等〕 

 （1）エンジェル税制について、次の措置を講ずる。 

  ① 沖縄振興特別措置法の改正を前提に、特定新規中小会社が発行した株式を

取得した場合の課税の特例、特定中小会社が発行した株式の取得に要した金

額の控除等及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の

適用対象となる同法の指定会社について、次の見直しを行った上、当該指定

会社に係る同法の規定に基づく指定期限を３年延長する。 

   イ 指定会社は、毎年、その認定を受けた特定経済金融活性化事業の実施の

状況を沖縄県知事に報告することとする。 

   ロ 指定会社の指定の申請手続において、次に掲げる書類については、沖縄

県知事へ提出する申請書への添付を要しないこととする。 

   （イ）定款 

   （ロ）事業報告書 

   （ハ）法人税の確定申告書に添付された別表二の写し 

   （ニ）組織図 

  ② 特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例について、

次の措置を講ずる。 

   イ 適用対象となる国家戦略特別区域法に規定する特定事業を行う株式会社

のうち創業及び雇用の促進に係る事業を行う小規模企業者の要件に、国家

戦略特別区域外に有する事業所において業務に従事する従業員の数の合計

が常時雇用する従業員の数の 10 分の２に相当する数以下であることを加

える。 
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   ロ 適用対象となる国家戦略特別区域法に規定する特定事業を行う株式会社

により発行される株式の発行期限を２年延長する。 

   ハ 適用対象となる地域再生法に規定する特定地域再生事業を行う株式会社

により発行される株式の発行期限を２年延長する。 

 （2）労働者協同組合法の施行等に伴い、次の措置を講ずる。 

  ① 労働者協同組合の組合員がその労働者協同組合の事業に従事した程度に

応じて受ける剰余金の配当は、配当所得とする。 

  ② 労働者協同組合法の改正を前提に、割引債の差益金額に係る源泉徴収等

の特例について、支払を受ける割引債の償還金につき所得税の納税義務者

となる内国法人の範囲に労働者協同組合を加えるほか、これに伴う所要の

措置を講ずる。 

 （3）一定の内国法人が支払を受ける配当等で次に掲げるものについては、所得税

を課さないこととし、その配当等に係る所得税の源泉徴収を行わないこととす

るほか、これに伴う所要の措置を講ずる。 

  ① 完全子法人株式等（株式等保有割合 100％）に該当する株式等に係る配当

等 

  ② 配当等の支払に係る基準日において、当該内国法人が直接に保有する他の

内国法人の株式等（当該内国法人が名義人として保有するものに限る。以下

同じ。）の発行済株式等の総数等に占める割合が３分の１超である場合にお

ける当該他の内国法人の株式等に係る配当等 

 （注１）上記の「一定の内国法人」とは、内国法人のうち、一般社団法人及び一

般財団法人（公益社団法人及び公益財団法人を除く。）、人格のない社団等

並びに法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされている法人以外

の法人をいう。 

 （注２）上記の改正は、令和５年 10 月１日以後に支払を受けるべき配当等につ

いて適用する。 

 （4）非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置

（ＮＩＳＡ）における特定累積投資勘定に特定累積投資上場株式等を受け入れ

ている場合の特定非課税管理勘定への上場株式等の受入れに係る要件について、

特定累積投資勘定への特定累積投資上場株式等の受入れが、当該上場株式等を
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受け入れようとする日以前６月以内で、かつ、同日が属する年の前年である場

合には、当該要件を満たすこととする。 

 （注）上記の制度について、居住者等がその非課税口座の開設の有無等を自ら確

認できるようにするための対応を運用上行う。 

 （5）電子情報処理組織を使用する方法（e-Tax）により税務署長等に対して提出

する次に掲げる書類のファイル形式を、ＸＭＬ形式又はＣＳＶ形式とする。 

  ① （特別）非課税貯蓄申告書 

  ② （特別）非課税貯蓄限度額変更申告書 

  ③ （特別）非課税貯蓄に関する異動申告書 

  ④ 金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告書 

  ⑤ （特別）非課税貯蓄廃止申告書 

  ⑥ （特別）非課税貯蓄みなし廃止通知書 

  ⑦ （特別）非課税貯蓄者死亡通知書 

  ⑧ 金融機関等の営業所等の届出書 

  ⑨ 金融機関が支払を受ける収益の分配に対する源泉徴収不適用に係る明細書 

  ⑩ 公募株式等証券投資信託の受益権を買い取った金融商品取引業者等が支払

を受ける収益の分配に係る源泉徴収不適用申告書 

 （注）上記の改正は、令和６年１月１日以後に提出する書類について適用する。 

〔縮減〕 

  上場株式等に係る配当所得等の課税の特例について、次の措置を講ずる。 

 （1）内国法人から支払を受ける上場株式等の配当等で、その支払を受ける居住者

等（以下「対象者」という。）及びその対象者を判定の基礎となる株主として

選定した場合に同族会社に該当する法人が保有する株式等の発行済株式等の総

数等に占める割合（以下「株式等保有割合」という。）が 100 分の３以上とな

るときにおけるその対象者が支払を受けるものを、総合課税の対象とする。 

 （注）上記の改正は、令和５年 10 月１日以後に支払を受けるべき上場株式等の

配当等について適用する。 

 （2）上場株式等の配当等の支払をする内国法人は、その配当等の支払に係る基準

日においてその株式等保有割合が 100 分の１以上となる対象者の氏名、個人番

号及び株式等保有割合その他の事項を記載した報告書を、その支払の確定した
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日から１月以内に、当該内国法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務

署長に提出しなければならないこととする。 

 （注）上記の改正は、令和５年 10 月１日以後に支払うべき上場株式等の配当等

について適用する。 

 （3）その他所要の措置を講ずる。 

（地方税） 

個人住民税について、所得税における〔延長・拡充等〕（1）、（2）及び（4）

並びに〔縮減〕（1）の見直しに伴い、所要の措置を講ずる。 

３ 租税特別措置等 

（国 税） 

〔延長・拡充〕 

 （1）山林所得に係る森林計画特別控除の適用期限を２年延長する。 

 （2）博物館法の改正を前提に、国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲渡所

得の非課税措置について、次の措置を講ずる。 

  ① 博物館に相当する施設の指定要件の見直し後も引き続き、重要文化財を博

物館、美術館、植物園、動物園又は水族館のうち博物館法の規定により博物

館に相当する施設として指定を受けたものの設置及び管理の業務を主たる目

的とする地方独立行政法人に譲渡した場合を適用対象とする。 

  ② 適用対象に、重要文化財を博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館の

うち博物館法の規定により登録を受けた博物館の設置及び管理の業務を主た

る目的とする地方独立行政法人に譲渡した場合を加える。 

 （3）債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例の適用期限を３年延

長する。 

 （4）被災した法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例について、

適用対象となる内国法人の範囲に産業復興機構の組合財産である債権の債務者

である内国法人を加えた上、その適用期限を３年延長する。 

 （5）ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の住宅支援資金貸付けによる金

銭の貸付けにつき当該貸付けに係る債務の免除を受ける場合には、当該免除に

より受ける経済的な利益の価額については、所得税を課さないこととする。 

 （6）生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金の特例貸付事業及び総合支援資
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金の特例貸付事業による金銭の貸付けにつき当該貸付けに係る債務の免除を受

ける場合には、当該免除により受ける経済的な利益の価額については、所得税

を課さないこととする。 

 （7）「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」として給付される給付

金（既に給付されたものを含む。）について、次の措置を講ずる。 

  ① 所得税を課さない。 

  ② 国税の滞納処分による差押えをしない。 

 （8）「子育て世帯への臨時特別給付」として給付される給付金及び「住民税非課

税世帯等に対する臨時特別給付金」として給付される給付金（既に給付された

これらの給付金を含む。）について、次の措置を講ずる。 

  ① 所得税を課さない。 

  ② 国税の滞納処分による差押えをしない。 

（地方税） 

個人住民税について、所得税における〔延長・拡充〕（1）から（8）までの見

直しに伴い、所要の措置を講ずる。 

４ その他 

（国 税） 

 （1）その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行

う者又はその年において雑所得を生ずべき業務を行う者でその年の前々年分の

当該雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が 300 万円を超えるものが、隠蔽仮

装行為に基づき確定申告書（その申告に係る所得税についての調査があったこ

とにより当該所得税について決定があるべきことを予知して提出された期限後

申告書を除く。以下同じ。）を提出しており、又は確定申告書を提出していな

かった場合には、これらの確定申告書に係る年分のこれらの所得の総収入金額

に係る売上原価その他当該総収入金額を得るために直接に要した費用の額（資

産の販売又は譲渡における当該資産の取得に直接に要した額及び資産の引渡し

を要する役務の提供における当該資産の取得に直接に要した額として一定の額

を除く。以下「売上原価の額」という。）及びその年の販売費、一般管理費そ

の他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額は、次に掲げる場合

に該当する当該売上原価の額又は費用の額を除き、その者の各年分のこれらの
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所得の金額の計算上、必要経費の額に算入しないこととする。 

  ① 次に掲げるものにより当該売上原価の額又は費用の額の基因となる取引が

行われたこと及びこれらの額が明らかである場合（災害その他やむを得ない

事情により、当該取引に係るイに掲げる帳簿書類の保存をすることができな

かったことをその者において証明した場合を含む。） 

   イ その者が所得税法の規定により保存する帳簿書類 

   ロ 上記イに掲げるもののほか、その者がその住所地その他の一定の場所に

保存する帳簿書類その他の物件 

  ② 上記①イ又はロに掲げるものにより、当該売上原価の額又は費用の額の基

因となる取引の相手方が明らかである場合その他当該取引が行われたことが

明らかであり、又は推測される場合（上記①に掲げる場合を除く。）であっ

て、当該相手方に対する調査その他の方法により税務署長が、当該取引が行

われ、これらの額が生じたと認める場合 

 （注１）その者がその年分の確定申告書を提出していた場合には、売上原価の額

及び費用の額のうち、その提出したその年分の確定申告書等に記載した課

税標準等の計算の基礎とされていた金額は、本措置の対象から除外する。 

 （注２）上記の改正は、令和５年分以後の所得税について適用する。 

 （2）納税地の特例制度等について、次の見直しを行う。 

  ① 納税地の変更に関する届出書について、その提出を不要とする。 

  ② 納税地の異動があった場合に提出することとされている届出書について、

その提出を不要とする。 

 （注）上記の改正は、令和５年１月１日以後の納税地の変更等について適用す

る。 

 （3）社会保険料控除及び小規模企業共済等掛金控除に係る確定申告手続等につい

て、次の措置を講ずる。 

  ① 社会保険料控除又は小規模企業共済等掛金控除の適用を受ける際に確定申

告書等に添付等をすることとされている控除証明書の範囲に、当該控除証明

書を交付すべき者から電磁的方法により提供を受けた当該控除証明書に記載

すべき事項が記録された電磁的記録を一定の方法により印刷した書面で、真

正性を担保するための所要の措置が講じられているものとして国税庁長官が
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定めるものを加える。 

  （注）上記の改正は、令和４年分以後の確定申告書を提出する場合について適

用する。 

  ② 社会保険料控除又は小規模企業共済等掛金控除の適用を受ける際に給与所

得者の保険料控除申告書に添付等をすることとされている控除証明書の範囲

に、当該控除証明書を交付すべき者から電磁的方法により提供を受けた当該

控除証明書に記載すべき事項が記録された電磁的記録を一定の方法により印

刷した書面で、真正性を担保するための所要の措置が講じられているものと

して国税庁長官が定めるものを加える。 

  （注）上記の改正は、令和４年10月１日以後に給与所得者の保険料控除申告書

を提出する場合について適用する。 

  ③ 給与等の支払を受ける者で年末調整の際に社会保険料控除又は小規模企業

共済等掛金控除の適用を受けようとするものは、給与所得者の保険料控除申

告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、上記②の控除

証明書の書面による提出又は提示に代えて、当該控除証明書に記載すべき事

項が記録された情報で当該控除証明書を交付すべき者の電子署名及びその電

子署名に係る電子証明書が付されたものを、当該申告書に記載すべき事項と

併せて電磁的方法により提供することができることとする。この場合におい

て、当該給与等の支払を受ける者は、当該控除証明書を提出し、又は提示し

たものとみなす。 

  （注）上記の改正は、令和４年10月１日以後に給与所得者の保険料控除申告書

を提出する場合について適用する。 

  ④ 電子情報処理組織を使用する方法（e-Tax）により確定申告を行う場合に

おいて、マイナポータルを使用して取得する上記①の控除証明書に記載すべ

き事項が記録された情報で当該控除証明書を交付すべき者の電子署名及びそ

の電子署名に係る電子証明書が付されたものの送信をもって、当該控除証明

書の添付等に代えることができることとする。 

  （注）上記の改正は、令和４年分以後の確定申告書を提出する場合について適

用する。 

 （4）支払調書等の提出の特例制度等について、磁気テープを提出する方法を除外
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する。 

 （5）難病の患者に対する医療等に関する法律及び児童福祉法の改正を前提に、難

病又は小児慢性特定疾病の患者に対する医療費として支給される金品について、

引き続き次の措置を講ずる。 

  ① 所得税を課さない。 

  ② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。 

 （6）雇用保険法の失業等給付について雇用保険法等の改正を前提に引き続き次の

措置を講ずるとともに、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者

の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律による改正後の雇用

保険法の育児休業給付等について引き続き次の措置を講ずる。 

  ① 所得税を課さない。 

  ② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。 

 （7）母子及び父子並びに寡婦福祉法の自立支援教育訓練給付金及び高等職業訓練

促進給付金について、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の改正を前提に、

引き続き次の措置を講ずる。 

  ① 所得税を課さない。 

  ② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。 

 （8）児童福祉法の改正を前提に、次の措置を講ずる（次の②の措置については、

法人税についても同様とする。）。 

  ① 児童福祉法の障害児通所給付費等又は障害児入所給付費等として支給され

る金品について、引き続き次の措置を講ずる。 

   イ 所得税を課さない。 

   ロ 国税の滞納処分による差押えを禁止する。 

  ② 児童福祉法の障害児入所医療費について、引き続き社会保険診療報酬の所

得計算の特例の適用対象とする。 

  ③ その他所要の措置を講ずる。 

 （9）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「障害

者総合支援法」という。）の改正を前提に、次の措置を講ずる（次の②及び③

の措置については、法人税についても同様とする。）。 

  ① 障害者総合支援法の自立支援給付について、引き続き次の措置を講ずる。 
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   イ 所得税を課さない。 

   ロ 国税の滞納処分による差押えを禁止する。 

  ② 障害者総合支援法の就労継続支援の用に供する土地等について、引き続き

収用交換等の場合の譲渡所得の5,000万円特別控除等に係る簡易証明制度の

対象とする。 

  ③ 収用交換等の場合の譲渡所得の5,000万円特別控除等に係る簡易証明制度

の対象に、見直し後の共同生活援助の用に供する土地等を加える。 

（地方税） 

〈個人住民税〉 

（1）給与支払報告書等の提出方法について、磁気テープを提出する方法を除外す

る。 

（2）個人住民税について、所得税における（5）から（9）までの見直しに伴い、

所要の措置を講ずる。 

（3）国税における諸制度の取扱い等を踏まえ、その他所要の措置を講ずる。 

（4）個人住民税における寄附金税額控除に係る申告特例申請書、申告特例申請事

項変更届出書及び申告特例通知書について、「性別」の記載を不要とする。 

（注）上記の改正は、令和４年４月１日以後に行われた寄附について提出される

申告特例申請書等について適用する。 

〈国民健康保険税〉 

（5）国民健康保険税の基礎課税額等に係る課税限度額について、次のとおりとす

る。 

① 基礎課税額に係る課税限度額を 65 万円（現行：63 万円）に引き上げる。 

② 後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を 20 万円（現行：19 万円）

に引き上げる。 

 

二 資産課税 

１ 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等 

（1）適用期限（令和３年12月31日）を令和５年12月31日まで２年延長する。 

（2）非課税限度額は、住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期にかかわらず、

住宅取得等資金の贈与を受けて新築等をした次に掲げる住宅用家屋の区分に応
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じ、それぞれ次に定める金額とする。  

① 耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋 1,000万円 

② 上記以外の住宅用家屋 500万円 

（3）適用対象となる既存住宅用家屋の要件について、築年数要件を廃止するとと

もに、新耐震基準に適合している住宅用家屋（登記簿上の建築日付が昭和57年

１月１日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみな

す。）であることを加える。 

（4）受贈者の年齢要件を18歳以上（現行：20歳以上）に引き下げる。 

（注１）上記（（2）を除く。）の改正は、住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算

課税制度の特例措置及び震災特例法の贈与税の非課税措置についても同様と

する。なお、住宅取得等資金の贈与に係る震災特例法の贈与税の非課税措置

に係る非課税限度額は、現行制度と同額とする。 

（注２）上記の改正は、令和４年１月１日（上記（4）の改正については、同年４

月１日）以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適

用する。 

２ 土地に係る固定資産税等の負担調整措置 

（1）土地に係る固定資産税の負担調整措置 

令和４年度限りの措置として、商業地等（負担水準が 60％未満の土地に限

る。）の令和４年度の課税標準額を、令和３年度の課税標準額に令和４年度の

評価額の 2.5％（現行：５％）を加算した額（ただし、当該額が、評価額の

60％を上回る場合には 60％相当額とし、評価額の 20％を下回る場合には 20％

相当額とする。）とする。 

（2）土地に係る都市計画税の負担調整措置 

固定資産税の改正に伴う所要の改正を行う。 

３ 租税特別措置等 

（国 税） 

〔延長・拡充等〕 

〈相続税・贈与税〉 

（1）農業経営基盤強化促進法等の改正を前提に、農用地利用集積計画の農用地利

用集積等促進計画（仮称）への統合等の措置が講じられた後も、引き続き、農
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地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度を適用する。 

（2）博物館法の改正を前提に、同法の規定により登録を受けた博物館及び指定を

受けた博物館に相当する施設について、審査基準の見直し等の措置が講じられ

た後も、引き続き、特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度等を適用する。 

（3）非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度について、特例承

継計画の提出期限を１年延長する。 

〈登録免許税〉 

（4）住宅用家屋の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用

期限を２年延長する。 

（5）次の特例の適用対象となる住宅用家屋の要件について、築年数要件を廃止す

るとともに、新耐震基準に適合している住宅用家屋（登記簿上の建築日付が昭

和 57 年１月１日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家

屋とみなす。）であることを加えた上、その適用期限を２年延長する。 

① 住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置 

② 特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許

税の税率の軽減措置 

③ 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税

率の軽減措置 

（6）特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽

減措置の適用期限を２年延長する。 

（7）認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置

の適用期限を２年延長する。 

（8）マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する

登録免許税の免税措置の適用期限を２年延長する。 

（9）農業経営基盤強化促進法等の改正を前提に、農用地利用集積計画の農用地利

用集積等促進計画（仮称）への統合の措置が講じられた後も、引き続き、利用

権設定等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する

登録免許税の税率の軽減措置を適用する。 

（10）農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する

登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を２年延長する。 
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（11）中小漁業融資保証法の改正に伴い、漁業信用基金協会が受ける抵当権の設

定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、同法に規定する沿岸

漁業改善資金の借入れに係る債務保証を適用対象に加える。 

（12）事業再編計画の認定要件が見直された後の産業競争力強化法に規定する認

定事業再編計画等に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置につ

いて、その適用期限を２年延長する。 

（13）特定創業支援等事業による支援を受けて行う会社の設立の登記に対する登

録免許税の税率の軽減措置の適用期限を２年延長する。 

（14）認定経営力向上計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措

置の適用期限を２年延長する。 

（15）金融機能の強化のための特別措置に関する法律に規定する経営強化計画に

基づき行う登記（東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが必要

となった金融機関等が経営強化計画に基づき行うものを含む。）に対する登録

免許税の税率の軽減措置について、適用対象となる登記の範囲に、同法に規定

する資金交付契約に関する事項について記載がある実施計画に基づき行う組織

再編成等に係る登記を加えた上、その適用期限を２年延長する。 

（16）認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき不動産を取得した

場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、令

和５年４月１日以後に認定を受ける特定民間中心市街地経済活力向上事業計画

に基づき取得する不動産の所有権の移転登記に対する軽減税率を1,000分の13

（現行：1,000 分の 10）に引き上げた上、その適用期限を２年延長する。 

（17）特定国際船舶の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置

の適用期限を２年延長する。 

（18）低未利用土地権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権

等の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を２年延長す

る。 

（19）特定の社債的受益権に係る特定目的信託の終了に伴い信託財産を買い戻し

た場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置の適用期限を２年

延長する。 

（20）特定連絡道路工事施行者が取得した特定連絡道路に係る土地の所有権の移
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転登記に対する登録免許税の免税措置の適用期限を２年延長する。 

（21）相続に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について、

次の措置を講じた上、その適用期限を３年延長する。 

① 適用対象となる土地の範囲に、市街化区域内に所在する土地を加える。 

② 適用対象となる土地の価額の上限を100万円（現行：10万円）に引き上げ

る。 

（22）帰還・移住等環境整備推進法人が取得をした不動産に係る所有権等の移転

登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を３年延長する。 

〈印紙税〉 

（23）不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限

を２年延長する。 

（24）特定の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税

の非課税措置の適用期限を３年延長する。 

（地方税） 

〔新設〕 

〈固定資産税・都市計画税〉 

（1）港湾法の改正を前提に、国際戦略港湾及び一定の要件を満たす国際拠点港湾

において、港湾運営会社が、港湾脱炭素化推進事業（仮称）により、政府の補

助を受けて取得した陸上電力供給設備に係る固定資産税について、課税標準を

最初の３年間価格の３分の２とする特例措置を令和５年３月 31 日まで講ずる。 

（2）特定都市河川浸水被害対策法に規定する貯留機能保全区域の指定を受けた土

地に係る固定資産税及び都市計画税について、課税標準を最初の３年間価格に

４分の３を参酌して３分の２以上６分の５以下の範囲内において市町村の条例

で定める割合を乗じて得た額とする特例措置を令和７年３月 31 日まで講ずる。 

〈不動産取得税〉 

（3）医療機関の開設者が、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関

する法律に規定する認定再編計画に基づく医療機関の再編に伴い取得した一定

の不動産に係る不動産取得税について、当該不動産の価格の２分の１に相当す

る額を価格から控除する課税標準の特例措置を令和６年３月 31 日まで講ずる。 

〈事業所税〉 
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（4）労働者協同組合法の施行等に伴い、次の措置を講ずる。 

① 労働者協同組合法の改正を前提に、剰余金の配当が行われないこと、解散

時の残余財産について組合員からの出資額を超える金額が国等又は同種の法

人へ帰属すること等が担保された労働者協同組合（以下「特定組合」とい

う。）が創設される場合には、特定組合の行う収益事業以外の事業に係る事

業所税について、非課税とする措置を講ずる。 

② 労働者協同組合連合会の事業の用に供する施設に対する事業所税の課税標

準の特例措置（２分の１控除）を講ずる。 

〔延長・拡充等〕 

〈固定資産税・都市計画税〉 

（1）所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の改正を前提に、同法

に規定する地域福利増進事業を実施する者が当該事業の用に供する一定の土地

及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、

次の措置を講ずる。 

① 適用対象となる特定所有者不明土地に、損傷、腐食等により利用が困難で

あり、引き続き利用されないと見込まれる建築物が存する土地を加える。 

② 適用対象となる事業に、備蓄倉庫等の災害対策に関する施設の整備事業、

一定の再生可能エネルギー発電設備の整備事業及び配電事業の用に供する電

気工作物の整備事業を加える。 

③ 購買施設又は教養文化施設の用に供する土地等については、課税標準を最

初の５年間価格の４分の３（現行：３分の２）とする。 

（2）耐震改修等を行った住宅に対して、次の措置を講ずる。 

① 耐震改修を行った住宅に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限を２

年延長する。 

② バリアフリー改修を行った住宅に係る固定資産税の税額の減額措置の適用

期限を２年延長する。 

③ 省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置について、次の措置

を講じた上、その適用期限を２年延長する。 

イ 適用対象となる住宅を、平成 26 年４月１日に存していた住宅（現行：

平成 20 年１月１日に存していた住宅）とする。 



 

－24－ 

ロ 工事費要件を、50万円超から60万円超（断熱改修に係る工事費が60万

円超、又は断熱改修に係る工事費が 50 万円超であって、太陽光発電装置、

高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工

事費と合わせて 60 万円超）に引き上げるほか、これに伴う所要の措置を

講ずる。 

（3）都市再生特別措置法に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が、

当該事業により整備した一定の固定資産に対して課する固定資産税及び都市計

画税の課税標準の特例措置について、次の措置を講じた上、その適用期限を２

年延長する。 

① 一体型滞在快適性等向上事業について、公共施設の管理が官民連携で行わ

れる場合も対象となることを明確化する。 

② 都市再生特別措置法施行規則の改正を前提に、適用対象となる償却資産に

電源設備、給排水設備、冷房設備及び暖房設備を加える。 

（4）防災上重要な道路等における無電柱化のため、道路の地下に埋設するために

新設した電線等に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、適用対象者

の範囲に電気事業法の配電事業者を加えた上、その適用期限を３年延長する。 

（5）沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産に係る固定資産税の課

税標準の特例措置の適用期限を２年延長する。 

（6）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定する特別特定

建築物に該当する家屋のうち主に実演芸術の公演等を行う一定のものについて、

同法に基づく建築物移動等円滑化誘導基準に適合させるよう改修工事を行った

家屋に係る固定資産税及び都市計画税の税額の減額措置の適用期限を２年延長

する。 

（7）市町村が公表した人・農地プランにおいて地域の中心となる経営体として位

置付けられた農業経営基盤強化促進法に規定する認定就農者に利用させるため、

農業協同組合等が取得した一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例

措置について、同法等の改正に伴う所要の措置を講じた上、その適用期限を２

年延長する。 

（8）所有する全ての農地（10a 未満の自作地を除く。）に農地中間管理事業のた

めの賃借権等を新たに設定し、かつ、当該賃借権等の設定期間が 10 年以上で
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ある農地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を

２年延長する。 

（9）電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定

する一定の再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例措

置の適用期限を２年延長する。 

（10）福島復興再生特別措置法に規定する帰還・移住等環境整備推進法人が同法

に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に基づき一定の事業の用に供する土

地及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用

期限を３年延長する。 

（11）国内路線に就航する航空機に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用

期限を２年延長する。 

（12）北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社が所有し又は借り受け

ている固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用

期限を５年延長する。 

（13）国鉄改革により北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社並びに

日本貨物鉄道株式会社が承継した本来事業用固定資産に係る固定資産税及び都

市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を５年延長する。 

（14）地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に規定する鉄道事業再構築事

業を実施する路線において政府の補助を受けて取得した一定の家屋及び償却資

産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適用期限を２年延

長する。 

（15）鉄軌道事業者が首都直下地震・南海トラフ地震に備えた鉄道施設等の耐震

補強工事によって新たに取得した一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準

の特例措置の適用期限を１年延長する。 

（16）河川法に規定する高規格堤防の整備に係る事業のために使用された土地の

上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が当該土地の上に取得

した代替家屋に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限を２年延長する。 

（17）新築の認定長期優良住宅に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限を

２年延長する。 

〈不動産取得税〉 
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（18）中小事業者等が中小企業等経営強化法に規定する認定経営力向上計画に従

って行う事業の譲受けにより取得した一定の不動産に係る不動産取得税の課税

標準の特例措置の適用期限を２年延長する。 

（19）福島復興再生特別措置法に規定する帰還・移住等環境整備推進法人が同法

に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に基づき取得した一定の土地に係る

不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を３年延長する。 

（20）都市再生特別措置法の規定による公告があった低未利用土地権利設定等促

進計画に基づき取得された居住誘導区域又は都市機能誘導区域内にある一定の

土地に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を２年延長する。 

（21）河川法に規定する高規格堤防の整備に係る事業のために使用された土地の

上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が当該土地の上に取得

した代替家屋に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を２年延長

する。 

（22）不動産取得税について、新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものと

みなす日を住宅新築の日から１年（本則６月）を経過した日に緩和する特例措

置の適用期限を２年延長する。 

（23）新築住宅特例適用住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置（床面積の２

倍（200 ㎡を限度）相当額等の減額）について、土地取得後の住宅新築までの

経過年数要件を緩和する特例措置の適用期限を２年延長する。 

（24）マンションの建替え等の円滑化に関する法律に規定する施行者又はマンシ

ョン敷地売却組合が取得する特定要除却認定マンション及びその敷地に係る不

動産取得税の非課税措置の適用期限を２年延長する。 

（25）新築の認定長期優良住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用

期限を２年延長する。 

〈事業所税〉 

（26）沖縄振興特別措置法の改正を前提に、同法に規定する観光地形成促進地域

における特定民間観光関連施設に対する資産割に係る事業所税の課税標準の特

例措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を３年延長する。 

① 対象となる施設にテーマパーク及びスパ施設を加える。 

② 対象となる施設から庭球場、野営場、野外アスレチック場、マリーナ、ダ
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イビング施設、遊園地、博物館、美術館及び海洋療法施設を除外する。 

（27）港湾法の改正を前提に、改正後の船舶役務用施設について、現行制度と同

様の特例措置を講ずる。 

（28）沖縄振興特別措置法の改正を前提に、同法に規定する情報通信産業振興地

域における一定の情報通信産業の事業の用に供する施設に対する資産割に係る

事業所税の課税標準の特例措置の適用期限を３年延長する。 

（29）沖縄振興特別措置法の改正を前提に、同法に規定する産業イノベーション

促進地域（仮称）（現行：産業高度化・事業革新促進地域）における一定の産

業の事業の用に供する施設に対する資産割に係る事業所税の課税標準の特例措

置の適用期限を３年延長する。 

（30）沖縄振興特別措置法の改正を前提に、同法に規定する国際物流拠点産業集

積地域における一定の産業の用に供する施設に対する資産割に係る事業所税の

課税標準の特例措置の適用期限を３年延長する。 

〔廃止・縮減等〕 

〈固定資産税・都市計画税〉 

（1）特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律

に規定する認定導入計画に基づき、電波法の規定によりローカル５Ｇ無線局に

係る免許を受けた者が、新たに取得した一定の償却資産に係る固定資産税の課

税標準の特例措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を２年延長

する。 

① 対象資産の取得価額要件を２億円以下（現行：３億円以下）に引き下げる。 

② 適用対象となるシステムを、その用途がローカル５Ｇシステムの特性を活

用した先進的なデジタル化の取組みであるものに限定する。 

（2）農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律

の認定を受けた事業者が取得した一定のバイオ燃料製造設備に係る固定資産税

の課税標準の特例措置について、木質固形燃料製造設備の適用対象を中小事業

者等及び農業協同組合等が取得するものに限定した上、その適用期限を２年延

長する。 

（3）公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、次の見直

しを行った上、その適用期限を２年延長する。 
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① 水質汚濁防止法の特定施設に係る汚水又は廃液を処理するための施設につ

いて、適用対象を暫定排水基準が適用されている事業者が取得する処理施設

に限定する。 

② ごみ処理施設について、適用対象を熱回収又は再生利用の用に供する施設

に限定する。 

③ 一般廃棄物最終処分場について、適用対象から、廃棄物の処理及び清掃に

関する法律の規定により環境大臣の再生利用に係る認定を受けた施設を除外

する。 

④ 下水道除害施設について、適用対象を新たに下水道が整備されたことによ

り除害施設の設置義務が生じる者が取得するものに限定した上、課税標準を

価格に次の割合を乗じて得た額とする。 

イ 大臣配分資産又は知事配分資産 ５分の４（現行：４分の３） 

ロ その他の資産 ５分の４を参酌して 10 分の７以上 10 分の９以下の範囲

内において市町村の条例で定める割合（現行：４分の３を参酌して３分の

２以上６分の５以下の範囲内において市町村の条例で定める割合） 

（4）一般ガス導管事業者が新設した一般ガス導管事業の用に供する一定の償却資

産に対する固定資産税の課税標準の特例措置について、適用対象となる一般ガ

ス導管事業者から、特別一般ガス導管事業者を除外することとし、令和７年３

月 31 日までの間に特別一般ガス導管事業者が新設した一定の償却資産につい

ては、課税標準を最初の５年間価格の３分の２、その後の５年間価格の６分の

５とする経過措置を講ずる。 

（5）流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の認定を受けた事業者が、

総合効率化計画に基づき取得した一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及

び都市計画税の課税標準の特例措置について、次の見直しを行った上、その適

用期限を２年延長する。 

① 適用対象となる倉庫及び附属機械設備について、その設備要件に物流業務

の自動化・機械化関連機器を有するものであることとの要件を加える。 

② 適用対象から貨物用鉄道車両及び貨物搬送装置を除外する。 

（6）日本貨物鉄道株式会社が取得した新たに製造された一定の機関車に係る固定

資産税の課税標準の特例措置について、次の見直しを行った上、その適用期限
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を２年延長する。 

① 適用対象から、代替車両であって、既存更新車両の制御方式に比べて改良

されている車両を除外する。 

② 適用対象から、代替車両以外の車両を除外する。 

③ 課税標準を価格の３分の２（現行：５分の３）とする。 

（7）港湾法の改正を前提に、国際戦略港湾及び一定の要件を満たす国際拠点港湾

において、港湾運営会社が、国の無利子資金の貸付け又は補助を受けて取得し

た一定の荷さばき施設等に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措

置について、適用対象となる荷さばき施設等のうち荷役機械を、港湾脱炭素化

推進計画（仮称）が作成された港湾において港湾脱炭素化推進事業（仮称）に

より取得されたものに限定する。 

（8）港湾法の改正を前提に、特定貨物輸入拠点港湾において、特定貨物取扱埠頭

の整備を図るため、港湾管理者が作成する特定利用推進計画の一定の事業を実

施する者が、政府の補助を受けて取得した荷さばき施設等に係る固定資産税及

び都市計画税の課税標準の特例措置について、適用対象となる荷さばき施設等

のうち荷役機械を、港湾脱炭素化推進計画（仮称）が作成された港湾において

港湾脱炭素化推進事業（仮称）により取得されたものに限定する。 

（9）新築住宅に係る固定資産税の税額の減額措置について、土砂災害特別警戒区

域等の区域内で一定の住宅建設を行う者に対し、都市再生特別措置法に基づき、

適正な立地を促すために市町村長が行った勧告に従わないで建設された一定の

住宅を適用対象から除外した上、その適用期限を２年延長する。 

（10）特定通信・放送開発事業実施円滑化法に基づき、総務大臣から実施計画に

ついて認定を受けた一定の事業者が、首都直下地震緊急対策区域外で取得し、

専ら同区域内のデータセンターのバックアップの事業の用に供する一定の償却

資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置を廃止する。 

（11）都市再生推進法人が、都市再生特別措置法に規定する立地誘導促進施設協

定に基づき管理する一定の施設の用に供する土地及び当該土地の上に存する償

却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置を廃止する。 

〈不動産取得税〉 

（12）中小企業者が取得する健康サポート薬局の用に供する不動産に係る不動産
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取得税の課税標準の特例措置を廃止する。 

４ その他 

（国 税） 

（1）相続税に係る死亡届の情報等の通知について、次の見直しを行う。 

① 法務大臣は、死亡等に関する届書に係る届書等情報等の提供を受けたとき

は、当該届書等情報等及び当該死亡等をした者の戸籍等の副本に記録されて

いる情報を、当該提供を受けた日の属する月の翌月末日までに、国税庁長官

に通知しなければならない。 

② 市町村長は、当該市町村長等が当該市町村の住民基本台帳に記録されてい

る者に係る死亡等に関する届書の受理等をしたときは、当該死亡等をした者

が有していた土地又は家屋に係る固定資産課税台帳の登録事項等を、当該届

書の受理等をした日の属する月の翌月末日までに、当該市町村の事務所の所

在地の所轄税務署長に通知しなければならない。 

（注）上記の改正は、戸籍法の一部を改正する法律の施行の日以後に適用する。 

（2）信託に関する受益者別（委託者別）調書について、「信託財産の価額」の欄

に記載すべき相続税評価額の算定が困難な場合には、見積価額を記載しなけれ

ばならないこととする。 

（注）上記の改正は、令和５年１月１日以後に提出すべき事由が生ずる調書につ

いて適用する。 

（3）調書の提出方法について、磁気テープを提出する方法を除外する。 

（4）不動産登記法の一部改正により創設される相続人申告登記等の職権登記につ

いて、登記官が職権に基づいてする登記に対する登録免許税の非課税措置を適

用する。 

（5）登記等を受ける者は、登記機関等が指定する納付受託者に納付を委託する方

法（クレジットカード等を使用する方法）により、登録免許税を納付できるこ

ととする。この場合において、納付受託者が登記等を受ける者の委託を受けた

日に登録免許税の納付があったものとみなして、延滞税に関する規定を適用す

るほか、納付受託者の納付義務、帳簿保存義務、納付受託者の指定の取消し等

について所要の措置を講ずる。 

（6）登録免許税法別表第三（登録免許税の非課税登記）に掲名されている独立行
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政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を同法別表第二（非課税法人）掲名法

人に変更する。 

（7）児童福祉法の改正を前提に、改正後の障害児通所支援事業等について、社会

福祉法人が社会福祉事業の用に供するために取得する不動産に係る所有権の移

転登記等に対する登録免許税の非課税措置（登録免許税法別表第三）等を引き

続き適用する。 

（8）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の改正を前

提に、改正後の障害福祉サービス事業等について、社会福祉法人が社会福祉事

業の用に供するために取得する不動産に係る所有権の移転登記等に対する登録

免許税の非課税措置（登録免許税法別表第三）等を引き続き適用する。 

（9）労働者協同組合法に基づき設立される労働者協同組合及び労働者協同組合連

合会に係る設立登記等については、登録免許税の課税対象としない。 

（10）労働者協同組合法に基づき設立される労働者協同組合及び労働者協同組合

連合会の作成する出資証券に対する印紙税を非課税とする。 

（11）新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経

営に影響を受けた事業者に対して行う特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙

税の非課税措置の適用期限を１年延長する。 

（地方税） 

〈固定資産税・都市計画税〉 

（1）価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が令和３年度に講

じられたことに伴い、当該特別な措置の適用対象となった土地に係る令和３年

度の価格について、令和４年４月１日から令和３年度の納税通知書の交付を受

けた日後 15 月を経過する日までの間においても審査申出をすることができる

こととする。 

（2）農業協同組合法の改正を前提に、改正後の農業協同組合等について、現行制

度と同様の特例措置を講ずる。 

（3）2025 年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の開催に伴い、（公社）2025 年日

本国際博覧会協会が博覧会の用に供する一定の家屋及び償却資産に係る固定資

産税及び都市計画税について、非課税とする等の所要の措置を講ずる。 

〈不動産取得税〉 
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（4）農地中間管理事業の推進に関する法律等の改正を前提に、市町村が策定する

農用地利用集積計画が農地中間管理機構が策定する農用地利用集積等促進計画

（仮称）に統合されることに伴い、所要の措置を講ずる。 

（5）農業経営基盤強化促進法の改正を前提に、農林水産大臣の認定を受けた農地

所有適格法人について、現行制度と同様の特例措置を講ずる。 

（6）農業協同組合法の改正を前提に、改正後の農業協同組合等について、現行制

度と同様の特例措置を講ずる。 

（7）2025 年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の開催に伴い、（公社）2025 年日

本国際博覧会協会が博覧会の用に供するために取得した一定の家屋に係る不動

産取得税について、非課税とする等の所要の措置を講ずる。 

〈事業所税〉 

（8）農業協同組合法の改正を前提に、改正後の農業協同組合等について、現行制

度と同様の特例措置を講ずる。 

 

三 法人課税 

１ 積極的な賃上げ等を促すための措置 

（国 税） 

（1）給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度のうち新規雇用者に係る措置

の改組 

給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度のうち新規雇用者に係る措置

を改組し、青色申告書を提出する法人が、令和４年４月１日から令和６年３月

31 日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支

給する場合において、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額

に対する増加割合が３％以上であるときは、控除対象雇用者給与等支給増加額

の 15％の税額控除ができる制度とする。この場合において、継続雇用者給与

等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が４％以上であると

きは、税額控除率に 10％を加算し、教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に

対する増加割合が 20％以上であるときは、税額控除率に５％を加算する。た

だし、控除税額は、当期の法人税額の 20％を上限とする（所得税についても

同様とする。）。 
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（注１）資本金の額等が 10 億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が

1,000 人以上である場合には、給与等の支給額の引上げの方針、取引先と

の適切な関係の構築の方針その他の事項をインターネットを利用する方法

により公表したことを経済産業大臣に届け出ている場合に限り、適用があ

るものとする。 

（注２）上記の「継続雇用者給与等支給額」とは、継続雇用者（当期及び前期の

全期間の各月分の給与等の支給がある雇用者で一定のものをいう。）に対

する給与等の支給額をいい、上記の「継続雇用者比較給与等支給額」とは、

前期の継続雇用者給与等支給額をいう。 

（注３）設立事業年度は対象外とする。 

（注４）教育訓練費に係る税額控除率の上乗せ措置の適用を受ける場合には、教

育訓練費の明細を記載した書類の保存（現行：確定申告書等への添付）を

しなければならないこととする。 

（2）中小企業における所得拡大促進税制について、税額控除率の上乗せ措置を次

のとおりとする見直しを行った上、その適用期限を１年延長する（所得税につ

いても同様とする。）。 

① 雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が 2.5％

以上である場合には、税額控除率に 15％を加算する。 

② 教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が 10％以上であ

る場合には、税額控除率に 10％を加算する。 

（注）上記（1）の（注４）は、上記においても同様とする。 

（3）大企業につき研究開発税制その他生産性の向上に関連する税額控除の規定

（特定税額控除規定）を適用できないこととする措置について、資本金の額等

が 10 億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が 1,000 人以上である

場合及び前事業年度の所得の金額が零を超える一定の場合のいずれにも該当す

る場合には、継続雇用者給与等支給額に係る要件を、継続雇用者給与等支給額

の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が１％以上（令和４年４月１

日から令和５年３月 31 日までの間に開始する事業年度にあっては、0.5％以上）

であること（現行：継続雇用者給与等支給額が継続雇用者比較給与等支給額を

超えること）とする。 
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（注）一定の場合には、当期が設立事業年度又は合併等の日を含む事業年度であ

る場合を含む。 

（地方税） 

（1）給与等の支給額が増加した場合の付加価値割の課税標準からの控除制度を改

組し、法人が、令和４年４月１日から令和６年３月 31 日までの間に開始する

各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、継続

雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が３％以

上である等の要件を満たすときは、控除対象雇用者給与等支給増加額を付加価

値割の課税標準から控除できることとする。 

（注）雇用安定控除との調整等所要の措置を講ずる。 

（2）給与等の支給額が増加した場合の中小企業者等の税額控除制度のうち新規雇

用者に係る措置を改組し、法人が、令和４年４月１日から令和６年３月 31 日

までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する

場合において、一定の要件を満たすときに適用できることとされる法人税の税

額控除を、中小企業者等に係る法人住民税に適用する。 

（3）中小企業における所得拡大促進税制について、税額控除率の上乗せ措置を次

のとおりとする見直しを行った上、その適用期限を１年延長する。 

① 雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が 2.5％

以上である場合には、税額控除率に 15％を加算する。 

② 教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が 10％以上であ

る場合には、税額控除率に 10％を加算する。 

２ オープンイノベーション促進税制の拡充 

（国 税） 

特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例

について、次の見直しを行った上、その適用期限を２年延長する。 

（1）出資の対象となる特別新事業開拓事業者の要件のうち設立の日以後の期間に

係る要件について、売上高に占める研究開発費の額の割合が 10％以上の赤字

会社にあっては、設立の日以後の期間を 15 年未満（現行：10 年未満）とする。 

（2）対象となる特定株式の保有見込期間要件における保有見込期間の下限及び取

崩し事由に該当することとなった場合に特別勘定の金額を取り崩して益金算入
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する期間を、特定株式の取得の日から３年（現行：５年）とする。 

（注）特定事業活動に係る証明の要件のうち特定事業活動を継続する期間につい

ても、３年（現行：５年）とする。 

（地方税） 

法人住民税及び法人事業税について、オープンイノベーション促進税制の拡充

に関する国税の取扱いに準じて所要の措置を講ずる。 

３ 地方活性化、災害への対応 

（国 税） 

（1）地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は税額

控除制度及び地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控

除制度について、次の措置を講ずる（所得税についても同様とする。）。 

① 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は税

額控除制度について、次の措置を講じた上、その適用期限を２年延長する。 

イ 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた日から同日の

翌日以後３年（現行：２年）を経過する日までの間に、取得等をして、事

業の用に供した特定建物等を対象とする。 

ロ 中小企業者（適用除外事業者に該当するものを除く。）以外の法人の取

得価額要件を2,500万円以上（現行：2,000万円以上）に引き上げる。 

② 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度に

ついて、次の措置を講じた上、その適用期限を２年延長する。 

イ 「地方事業所基準雇用者数のうち、有期雇用又はパートタイムである新

規雇用者を除いた数が２人以上であること」との要件を廃止する。 

ロ 対象雇用者の範囲に、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定

の日以後に特定業務施設以外の施設において新たに雇用された無期雇用か

つフルタイムの要件を満たす雇用者で同日を含む事業年度終了の日におい

て特定業務施設に勤務する者を加える。 

ハ 対象雇用者の範囲から、有期雇用又はパートタイムである転勤者を除外

する。 

③ 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る認定要件について、関係

法令の改正を前提に、次の見直しを行う。 
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イ 拡充型事業の対象となる地方活力向上地域の要件について、「事業者の

立地を目的として地方公共団体によって産業基盤となる情報通信環境が整

備され、又は整備を図るための具体的な計画の対象となっていること」と

の要件を満たす場合には、「産業の集積が形成されていること又は地方公

共団体その他の者が定める産業の集積を図るための具体的な計画の対象と

なっていること」との要件を満たすことを不要とする。 

ロ 特定業務施設の範囲に、情報サービス事業部門のために使用される事務

所を加える。 

ハ 特定業務施設において常時雇用する従業員の数及び特定業務施設におい

て増加させると見込まれる常時雇用する従業員の数に関する要件について、

中小企業者の場合には１人以上（現行：２人以上）とする。 

④ 雇用促進計画の提出期限を、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の

認定の日から３月以内（現行：２月以内）とする。 

⑤ その他所要の整備を行う。 

（2）認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は税額控除

制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を３年延長する（所得税

についても同様とする。）。 

① 特定高度情報通信技術活用システムの適切な提供及び維持管理並びに早期

の普及に特に資する基準について、次の見直しを行う。 

イ 特定基地局が開設計画に係る特定基地局（屋内等に設置するもの及び５

Ｇ高度特定基地局を除く。）の開設時期が属する年度より前の年度に開設

されたものであることとの要件を廃止し、５Ｇ高度特定基地局を加える。 

ロ ローカル５Ｇシステムについては、導入を行うシステムの用途がローカ

ル５Ｇシステムの特性を活用した先進的なデジタル化の取組みであるもの

に限定する。 

ハ 補助金等の交付を受けたものを除外する。 

② 特定高度情報通信技術活用システムを構成する上で重要な役割を果たすも

ののうち、3.6GHz超4.1GHz以下、4.5GHz超4.6GHz以下、27GHz超28.2GHz以下

又は29.1GHz超29.5GHz以下の周波数の電波を使用する無線設備の要件につい

て、次の見直しを行う。 



 

－37－ 

イ 3.6GHz超4.1GHz以下又は4.5GHz超4.6GHz以下の周波数の電波を使用する

無線設備に、多素子アンテナを用いないものを加える。 

（注）上記の改正は、過疎地域その他の条件不利地域（以下「条件不利地域」

という。）にあっては令和４年４月１日以後に事業の用に供するものに

ついて適用し、その他の地域にあっては令和６年４月１日以後に事業の

用に供するものについて適用する。 

ロ マルチベンダー構成のものに限定する。 

ハ スタンドアロン方式のものに限定する。 

③ 税額控除率を次のとおり見直す。 

イ 令和４年４月１日から令和５年３月31日までの間に事業の用に供したも

の 15％（条件不利地域以外の地域内において事業の用に供した特定基地

局の無線設備については、９％） 

ロ 令和５年４月１日から令和６年３月31日までの間に事業の用に供したも

の ９％（条件不利地域以外の地域内において事業の用に供した特定基地

局の無線設備については、５％） 

ハ 令和６年４月１日から令和７年３月31日までの間に事業の用に供したも

の ３％ 

（3）農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の改正を前提に、青色申告書

を提出する法人で同法の認定輸出事業者であるものが、同法の改正法の施行の

日から令和６年３月31日までの間に、輸出事業用資産の取得等をして、その法

人の輸出事業の用に供した場合には、５年間30％（建物及びその附属設備並び

に構築物については、35％）の割増償却ができることとする（所得税について

も同様とする。）。 

（注１）上記の「輸出事業用資産」とは、認定輸出事業計画に記載された輸出事

業の用に供する施設に該当する機械装置、建物及びその附属設備並びに構

築物のうち、次の要件等に該当するものをいう。 

① 食品産業の輸出向けＨＡＣＣＰ等対応施設整備事業の対象でないこと。 

② 農産物等輸出拡大施設整備事業による補助金の交付を受けないこと。 

（注２）割増償却は、輸出事業用資産の一定割合以上を輸出事業の用に供してい

ることにつき証明された事業年度のみ、適用できることとする。 
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（4）保険会社等の異常危険準備金制度について、次の見直しを行う。 

① 保険の種類について、火災保険等を次の保険の区分とする。 

イ 火災保険及び風水害保険 

ロ 動産総合保険、建設工事保険、貨物保険及び運送保険 

ハ 賠償責任保険 

② 火災保険等に係る特例積立率について、上記①イに掲げる保険に係る特例

積立率を10％（現行：６％）に引き上げ、上記①ハに掲げる保険を対象から

除外した上、その適用期限を３年延長する。 

③ 火災共済に係る特例積立率の適用期限を３年延長する。 

（地方税） 

（1）地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は中小

企業者等の税額控除制度及び中小企業者等の地方活力向上地域等において雇用

者の数が増加した場合の税額控除制度について、次の措置を講ずる。 

① 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は中

小企業者等の税額控除制度について、次の措置を講じた上、その適用期限を

２年延長する。 

イ 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた日から同日の

翌日以後３年（現行：２年）を経過する日までの間に、取得等をして、事

業の用に供した特定建物等を対象とする。 

ロ 中小企業者（適用除外事業者に該当するものを除く。）以外の法人の取

得価額要件を 2,500 万円以上（現行：2,000 万円以上）に引き上げる。 

② 中小企業者等の地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の

税額控除制度について、次の措置を講じた上、その適用期限を２年延長する。 

イ 「地方事業所基準雇用者数のうち、有期雇用又はパートタイムである新

規雇用者を除いた数が２人以上であること」との要件を廃止する。 

ロ 対象雇用者の範囲に、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定

の日以後に特定業務施設以外の施設において新たに雇用された無期雇用か

つフルタイムの要件を満たす雇用者で同日を含む事業年度終了の日におい

て特定業務施設に勤務する者を加える。 

ハ 対象雇用者の範囲から、有期雇用又はパートタイムである転勤者を除外
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する。 

③ 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る認定要件について、関係

法令の改正を前提に、次の見直しを行う。 

イ 拡充型事業の対象となる地方活力向上地域の要件について、「事業者の

立地を目的として地方公共団体によって産業基盤となる情報通信環境が整

備され、又は整備を図るための具体的な計画の対象となっていること」と

の要件を満たす場合には、「産業の集積が形成されていること又は地方公

共団体その他の者が定める産業の集積を図るための具体的な計画の対象と

なっていること」との要件を満たすことを不要とする。 

ロ 特定業務施設の範囲に、情報サービス事業部門のために使用される事務

所を加える。 

ハ 特定業務施設において常時雇用する従業員の数及び特定業務施設におい

て増加させると見込まれる常時雇用する従業員の数に関する要件について、

中小企業者の場合には１人以上（現行：２人以上）とする。 

④ 雇用促進計画の提出期限を、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の

認定の日から３月以内（現行：２月以内）とする。 

⑤ その他所要の整備を行う。 

（2）認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は中小企業

者等の税額控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を３年延

長する。 

① 特定高度情報通信技術活用システムの適切な提供及び維持管理並びに早期

の普及に特に資する基準について、次の見直しを行う。 

イ 特定基地局が開設計画に係る特定基地局（屋内等に設置するもの及び５

Ｇ高度特定基地局を除く。）の開設時期が属する年度より前の年度に開設

されたものであることとの要件を廃止し、５Ｇ高度特定基地局を加える。 

ロ ローカル５Ｇシステムについては、導入を行うシステムの用途がローカ

ル５Ｇシステムの特性を活用した先進的なデジタル化の取組みであるもの

に限定する。 

ハ 補助金等の交付を受けたものを除外する。 

② 特定高度情報通信技術活用システムを構成する上で重要な役割を果たすも
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ののうち、3.6GHz 超 4.1GHz 以下、4.5GHz 超 4.6GHz 以下、27GHz 超 28.2GHz

以下又は 29.1GHz 超 29.5GHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備の要件

について、次の見直しを行う。 

イ 3.6GHz 超 4.1GHz 以下又は 4.5GHz 超 4.6GHz 以下の周波数の電波を使用

する無線設備に、多素子アンテナを用いないものを加える。 

（注）上記の改正は、過疎地域その他の条件不利地域（以下「条件不利地域」

という。）にあっては令和４年４月１日以後に事業の用に供するものに

ついて適用し、その他の地域にあっては令和６年４月１日以後に事業の

用に供するものについて適用する。 

ロ マルチベンダー構成のものに限定する。 

ハ スタンドアロン方式のものに限定する。 

③ 税額控除率を次のとおり見直す。 

イ 令和４年４月１日から令和５年３月 31 日までの間に事業の用に供した

もの 15％（条件不利地域以外の地域内において事業の用に供した特定基

地局の無線設備については、９％） 

ロ 令和５年４月１日から令和６年３月 31 日までの間に事業の用に供した

もの ９％（条件不利地域以外の地域内において事業の用に供した特定基

地局の無線設備については、５％） 

ハ 令和６年４月１日から令和７年３月 31 日までの間に事業の用に供した

もの ３％ 

４ 中小・小規模事業者の支援 

（国 税） 

（1）中小企業における所得拡大促進税制について、税額控除率の上乗せ措置を次

のとおりとする見直しを行った上、その適用期限を１年延長する（所得税につ

いても同様とする。）。（再掲） 

① 雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が2.5％

以上である場合には、税額控除率に15％を加算する。 

② 教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が10％以上である

場合には、税額控除率に10％を加算する。 

（注）教育訓練費に係る税額控除率の上乗せ措置の適用を受ける場合には、教育



 

－41－ 

訓練費の明細を記載した書類の保存（現行：確定申告書等への添付）をしな

ければならないこととする。 

（2）交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を２年延長するとともに、

中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を２年延長する。 

（地方税） 

中小企業における所得拡大促進税制について、税額控除率の上乗せ措置を次の

とおりとする見直しを行った上、その適用期限を１年延長する。（再掲） 

（1）雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が 2.5％以

上である場合には、税額控除率に 15％を加算する。 

（2）教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が 10％以上である

場合には、税額控除率に 10％を加算する。 

５ 経済と環境の好循環の実現 

（国 税） 

環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進

等に関する法律（仮称）の制定を前提に、次の措置を講ずる（所得税についても

同様とする。）。 

（1）青色申告書を提出する法人で環境と調和のとれた食料システムの確立のため

の環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律の環境負荷低減事業活動実施計

画（仮称）又は特定環境負荷低減事業活動実施計画（仮称）の認定を受けた農

林漁業者（当該農林漁業者が団体である場合におけるその構成員等を含む。）

であるものが、同法の施行の日から令和６年３月31日までの間に、環境負荷低

減事業活動用資産の取得等をして、その法人の環境負荷低減事業活動（仮称）

又は特定環境負荷低減事業活動（仮称）の用に供した場合には、その取得価額

の32％（建物及びその附属設備並びに構築物については、16％）の特別償却が

できることとする。 

（注）上記の「環境負荷低減事業活動用資産」とは、認定環境負荷低減事業活動

実施計画（仮称）又は認定特定環境負荷低減事業活動実施計画（仮称）に記

載された環境負荷低減事業活動又は特定環境負荷低減事業活動の用に供する

設備等に該当する機械その他の減価償却資産で、次の要件に該当するものの

うち、その取得価額が100万円以上のものをいう。 
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① 次のいずれかに該当する設備等であること。 

イ 慣行的な生産方式と比較して環境負荷の原因となる生産資材の使用量

を減少させる設備等（異なる営農条件で有効性の確認が行われたものに

限る。） 

ロ 環境負荷低減事業活動（環境負荷の原因となる生産資材の使用量を減

少させる生産方式による事業活動に限る。）の安定に不可欠な設備等 

② 機械装置及び器具備品にあっては、次のいずれにも該当するものである

こと。 

イ 認定基盤確立事業実施計画（仮称）に従って行われる基盤確立事業

（仮称）により生産されたものであること。 

ロ 一定期間内に販売されたモデルであり、上記イの認定基盤確立事業実

施計画の認定時点でその販売台数がその販売者の旧モデルの販売台数を

下回っているモデル（ベンチャー企業等が初めて事業化したモデルを含

む。）のものであること。 

（2）青色申告書を提出する法人で環境と調和のとれた食料システムの確立のため

の環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律の基盤確立事業実施計画（仮称）

の認定を受けたものが、同法の施行の日から令和６年３月31日までの間に、基

盤確立事業用資産の取得等をして、その法人の一定の基盤確立事業の用に供し

た場合には、その取得価額の32％（建物及びその附属設備並びに構築物につい

ては、16％）の特別償却ができることとする。 

（注）上記の「基盤確立事業用資産」とは、認定基盤確立事業実施計画に記載さ

れた基盤確立事業の用に供する設備等に該当する機械その他の減価償却資産

で、化学農薬又は化学肥料に代替する生産資材（普及割合が一定割合以下の

ものに限る。）を製造する専門の設備等をいう。 

６ 円滑・適正な納税のための環境整備 

（国 税） 

（1）法人が、隠蔽仮装行為に基づき確定申告書（その申告に係る法人税について

の調査があったことにより当該法人税について決定があるべきことを予知して

提出された期限後申告書を除く。以下同じ。）を提出しており、又は確定申告

書を提出していなかった場合には、これらの確定申告書に係る事業年度の売上
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原価その他原価の額（資産の販売又は譲渡における当該資産の取得に直接に要

した額及び資産の引渡しを要する役務の提供における当該資産の取得に直接に

要した額として一定の額を除く。以下「売上原価の額」という。）並びにその

事業年度の販売費、一般管理費等の費用の額及び損失の額（以下「費用の額等」

という。）は、次に掲げる場合に該当する当該売上原価の額又は費用の額等を

除き、その法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないこ

ととする。 

① 次に掲げるものにより当該売上原価の額又は費用の額等の基因となる取引

が行われたこと及びこれらの額が明らかである場合（災害その他やむを得な

い事情により、当該取引に係るイに掲げる帳簿書類の保存をすることができ

なかったことをその法人において証明した場合を含む。） 

イ その法人が法人税法の規定により保存する帳簿書類 

ロ 上記イに掲げるもののほか、その法人がその納税地その他の一定の場所

に保存する帳簿書類その他の物件 

② 上記①イ又はロに掲げるものにより、当該売上原価の額又は費用の額等の

基因となる取引の相手方が明らかである場合その他当該取引が行われたこと

が明らかであり、又は推測される場合（上記①に掲げる場合を除く。）であ

って、当該相手方に対する調査その他の方法により税務署長が、当該取引が

行われ、これらの額が生じたと認める場合 

（注１）その法人がその事業年度の確定申告書を提出していた場合には、売上原

価の額及び費用の額等のうち、その提出したその事業年度の確定申告書等

に記載した課税標準等の計算の基礎とされていた金額は、本措置の対象か

ら除外する。 

（注２）上記の改正は、令和５年１月１日以後に開始する事業年度から適用する。 

（2）みなし配当の額の計算方法等について、次の見直しを行う（所得税について

も同様とする。）。 

① 資本の払戻しに係るみなし配当の額の計算の基礎となる払戻等対応資本金

額等及び資本金等の額の計算の基礎となる減資資本金額は、その資本の払戻

しにより減少した資本剰余金の額を限度とする。 

（注）出資等減少分配に係るみなし配当の額の計算及び資本金等の額から減算
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する金額についても、同様とする。 

② 種類株式を発行する法人が資本の払戻しを行った場合におけるみなし配当

の額の計算の基礎となる払戻等対応資本金額等及び資本金等の額の計算の基

礎となる減資資本金額は、その資本の払戻しに係る各種類資本金額を基礎と

して計算することとする。 

（3）次の制度について、固定資産の取得等の後に国庫補助金等の交付を受けた場

合等の取扱いを法令上明確化する（次の①及び⑤の制度は、所得税についても

同様とする。）。 

① 国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度 

② 工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度 

③ 非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度 

④ 保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度 

⑤ 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例 

（4）少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度について、対象資産から、取

得価額が 10 万円未満の減価償却資産のうち貸付け（主要な事業として行われ

るものを除く。）の用に供したものを除外する（所得税についても同様とす

る。）。 

（5）一括償却資産の損金算入制度について、対象資産から貸付け（主要な事業と

して行われるものを除く。）の用に供した資産を除外する（所得税についても

同様とする。）。 

（6）電子情報処理組織を使用する方法（e-Tax）により法人税及び地方法人税の

確定申告書等に記載すべきものとされる事項を提供しなければならない法人の

添付書類記載事項の提供方法から、磁気テープを提出する方法を除外する。 

（地方税） 

eLTAX により法人住民税及び法人事業税の確定申告書等に記載すべきものとさ

れる事項を提供しなければならない法人の添付書類記載事項の提供方法から、磁

気テープを提出する方法を除外する。 

７ 新たな沖縄振興に向けた措置 

（国 税） 

沖縄振興特別措置法の改正を前提に、次の措置を講ずる。 
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（1）観光地形成促進地域に係る措置 

沖縄の観光地形成促進地域において特定民間観光関連施設を取得した場合の

法人税額の特別控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を３

年延長する。 

① 沖縄振興特別措置法の規定により観光地形成促進措置実施計画（仮称）の

認定を受けた法人のうち、提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成

促進地域における観光地の形成を図るために特に資するものとして主務大臣

が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた法人が、その

観光地形成促進地域の区域内において特定民間観光関連施設の設置又は運営

に関する事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合に適用を受けるこ

とができる制度とする。 

② 対象となる特定民間観光関連施設について、次の見直しを行う。 

イ 結婚式場、テーマパーク及びスパ施設を加える。 

ロ 庭球場、遊園地、野営場、野外アスレチック場、マリーナ、ダイビング

施設、博物館、美術館及び海洋療法施設を除外する。 

③ 繰越税額控除制度について、適用を受けることができる期間を４年間のう

ち観光地形成促進措置実施計画の認定を受けている期間とする。 

（2）情報通信産業振興地域又は情報通信産業特別地区に係る措置 

① 沖縄の情報通信産業振興地域において工業用機械等を取得した場合の法人

税額の特別控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を３年

延長する。 

イ 沖縄振興特別措置法の規定により情報通信産業振興措置実施計画（仮称）

の認定を受けた法人のうち、提出情報通信産業振興計画に定められた情報

通信産業振興地域における情報通信産業の振興を図るために特に資するも

のとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を

受けた法人が、その情報通信産業振興地域の区域内において情報通信産業

の用に供する設備の新設又は増設をする場合に適用を受けることができる

制度とする。 

ロ 対象事業から情報記録物製造業、映画・ビデオ制作業、放送業及び情報

通信技術利用事業を除外する。 
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ハ 繰越税額控除制度について、適用を受けることができる期間を４年間の

うち情報通信産業振興措置実施計画の認定を受けている期間とする。 

② 沖縄の情報通信産業特別地区における認定法人の所得控除制度について、

次の見直しを行った上、その適用期限を３年延長する。 

イ 対象法人を、認定法人のうち、提出情報通信産業振興計画に定められた

情報通信産業特別地区における情報通信産業の振興を図るために特に資す

るものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確

認を受けた法人に限ることとする。 

ロ 対象となる特定情報通信事業について、次の見直しを行う。 

（イ）受託開発ソフトウェア業、情報システム開発業、システムインテグレ

ーションサービス業、組込みソフトウェア業、パッケージソフトウェア

業、データベースサービス業、アプリケーション・サービス・プロバイ

ダ及び情報ネットワーク・セキュリティ・サービス業を加える。 

（ロ）インターネット・サービス・プロバイダ及びインターネット・エクス

チェンジ業を除外する。 

（3）産業イノベーション促進地域に係る措置（現行：産業高度化・事業革新促進

地域に係る措置） 

沖縄の産業高度化・事業革新促進地域において工業用機械等を取得した場合

の特別償却又は法人税額の特別控除制度について、次の見直しを行った上、そ

の適用期限を３年延長する（特別償却制度は、所得税についても同様とする。）。 

① 沖縄振興特別措置法の規定により産業高度化・事業革新措置実施計画の認

定を受けた法人のうち、提出産業イノベーション促進計画（仮称）に定めら

れた産業イノベーション促進地域（仮称）における産業高度化又は事業革新

を図るために特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することに

ついて主務大臣の確認を受けた法人が、その産業イノベーション促進地域の

区域内において製造業等又は産業高度化・事業革新促進事業の用に供する設

備の新設又は増設をする場合に適用を受けることができる制度とする。 

② 対象資産に、構築物のうち、下記③のガス供給業又は製造業の用に供する

液化天然ガスを貯蔵するためのガス貯槽及びそのガスを利用するための導管

を加え、その取得価額の20％の特別償却とその取得価額の８％の税額控除と
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の選択適用ができることとする。 

③ 対象事業にガス供給業（サテライト設備により液化天然ガスを供給するも

のに限る。）を加え、その対象資産をガス供給業の用に供する上記②のガス

貯槽及び導管並びに機械装置とする。 

④ 対象事業から計量証明業を除外する。 

⑤ 繰越税額控除制度について、適用を受けることができる期間を４年間のう

ち産業高度化・事業革新措置実施計画の認定を受けている期間とする。 

（4）国際物流拠点産業集積地域に係る措置 

① 沖縄の国際物流拠点産業集積地域において工業用機械等を取得した場合の

特別償却又は法人税額の特別控除制度について、次の見直しを行った上、そ

の適用期限を３年延長する（特別償却制度は、所得税についても同様とす

る。）。 

イ 沖縄振興特別措置法の規定により国際物流拠点産業集積措置実施計画

（仮称）の認定を受けた法人のうち、提出国際物流拠点産業集積計画に定

められた国際物流拠点産業集積地域における国際物流拠点産業の集積を図

るために特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することにつ

いて主務大臣の確認を受けた法人が、その国際物流拠点産業集積地域の区

域内において国際物流拠点産業の用に供する設備の新設又は増設をする場

合に適用を受けることができる制度とする。 

ロ 対象となる国際物流拠点産業集積地域に、沖縄市及びうるま市の区域の

うち、池武当地区（沖縄市）並びに仲嶺・上江洲地区及び平安座地区（う

るま市）を加える。 

ハ 繰越税額控除制度について、適用を受けることができる期間を４年間の

うち国際物流拠点産業集積措置実施計画の認定を受けている期間とする。 

② 沖縄の国際物流拠点産業集積地域における認定法人の所得控除制度につい

て、次の見直しを行った上、その適用期限を３年延長する。 

イ 対象法人を、認定法人のうち、提出国際物流拠点産業集積計画に定めら

れた国際物流拠点産業集積地域における国際物流拠点産業の集積を図るた

めに特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて

主務大臣の確認を受けた法人に限ることとする。 
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ロ 対象となる国際物流拠点産業集積地域に、沖縄市及びうるま市の区域の

うち、池武当地区（沖縄市）並びに仲嶺・上江洲地区及び平安座地区（う

るま市）を加える。（再掲） 

（5）経済金融活性化特別地区に係る措置 

① 沖縄の経済金融活性化特別地区において工業用機械等を取得した場合の特

別償却又は法人税額の特別控除制度について、次の見直しを行った上、その

適用期限を３年延長する（特別償却制度は、所得税についても同様とする。）。 

イ 沖縄振興特別措置法の規定により経済金融活性化措置実施計画（仮称）

の認定を受けた法人が適用を受けることができる制度とする。 

ロ 対象資産における一の生産等設備を構成する減価償却資産の取得価額の

合計額が1,000万円超であること又はその減価償却資産のうち機械装置及

び器具備品の取得価額の合計額が100万円超であることとする要件につい

て、一の生産等設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500万

円超であること又はその減価償却資産のうち機械装置及び器具備品の取得

価額の合計額が50万円超であることとする。 

ハ 繰越税額控除制度について、適用を受けることができる期間を４年間の

うち経済金融活性化措置実施計画の認定を受けている期間とする。 

② 沖縄の経済金融活性化特別地区における認定法人の所得控除制度について、

対象となる認定法人は、毎年、その認定を受けた特定経済金融活性化事業の

実施の状況を沖縄県知事に報告することとした上、その適用期限を３年延長

する。 

（6）離島に係る措置 

沖縄の離島の地域において旅館業用建物等を取得した場合の特別償却制度に

ついて、次の見直しを行った上、その適用期限を３年延長する（所得税につい

ても同様とする。）。 

① 対象資産である旅館業用建物等に、増築、改築、修繕又は模様替のための

工事により取得又は建設をしたものを加える。 

（注）資本金の額等が5,000万円超である法人又は適用除外事業者に該当する

法人が取得又は建設をする旅館業用建物等については、現行どおりとする。 

② 対象資産における一の生産等設備を構成する減価償却資産の取得価額の合
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計額が1,000万円超であることとする要件について、一の生産等設備を構成

する減価償却資産の取得価額の合計額が500万円以上（資本金の額等が1,000

万円超5,000万円以下である法人が新設又は増設により取得又は建設をする

ものについては1,000万円以上とし、資本金の額等が5,000万円超である法人

又は適用除外事業者に該当する法人が取得又は建設をするものについては

2,000万円以上とする。）であることとする。 

③ この制度の適用を受けようとする法人は、その取得又は建設をした旅館業

用建物等が離島の振興に寄与するものであること等につき沖縄県知事が確認

した旨を証する書類を確定申告書等に添付しなければならないこととする。 

８ その他の租税特別措置 

（国 税） 

〔延長・拡充等〕 

（1）国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の

特別控除制度の適用期限を２年延長する。 

（2）海外投資等損失準備金制度の適用期限を２年延長する。 

（3）交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を２年延長するとともに、

接待飲食費に係る損金算入の特例の適用期限を２年延長する。 

（4）所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の改正を前提に、地域

福利増進事業の拡充後も引き続き、同法の規定により行われた裁定に係る裁定

申請書に記載された地域福利増進事業を行う事業者に対する一定の土地等の譲

渡で、当該譲渡に係る土地等が当該地域福利増進事業の用に供されるものを法

人の一般の土地譲渡益に対する追加課税制度の適用除外措置（優良住宅地の造

成等のための譲渡等に係る適用除外）の対象とする。 

（5）銀行等保有株式取得機構に係る課税の特例について、欠損金の控除限度額の

特例措置の適用期限を４年延長した上、欠損金の繰越期間の特例措置及び欠損

金の控除限度額の特例措置を租税特別措置法に規定する。 

（6）中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置に

ついて、対象から銀行等保有株式取得機構の欠損金額を除外する措置を租税特

別措置法に規定した上、不適用措置の適用期限を２年延長する。 

〔廃止・縮減等〕 
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（1）国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税

額の特別控除制度について、関係法令の改正を前提に、対象事業から付加価値

の高い農林水産物若しくは加工食品の効率的な生産若しくは輸出の促進を図る

ために必要な技術の研究開発又は当該技術の活用に関する事業を除外した上、

その適用期限を２年延長する。 

（2）障害者を雇用する場合の特定機械装置の割増償却制度は、適用期限の到来を

もって廃止する（所得税についても同様とする。）。 

（3）倉庫用建物等の割増償却制度について、次の見直しを行った上、その適用期

限を２年延長する（所得税についても同様とする。）。 

① 割増償却率を８％（現行：10％）に引き下げる。 

② 関係法令の改正を前提に、対象となる特定流通業務施設の設備要件に物流

業務の自動化・機械化関連機器を有するものであることとの要件を加える。 

（4）特定災害防止準備金制度は、適用期限の到来をもって廃止する。なお、令和

４年３月31日を含む事業年度終了の日において廃棄物の処理及び清掃に関する

法律の廃棄物処理施設の設置許可を受けている法人について、令和６年３月31

日以前に開始する各事業年度については現行どおりの準備金積立率による積立

てを認めるとともに、同年４月１日から令和11年３月31日までの間に開始する

各事業年度については現行法による準備金積立率（60％）に対して１年ごとに

６分の１ずつ縮小した率による積立てを認める経過措置を講ずる（所得税につ

いても同様とする。）。 

（5）探鉱準備金又は海外探鉱準備金制度及び新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費

の特別控除制度について、対象鉱物から国外にある石炭、亜炭及びアスファル

トを除外した上、探鉱準備金又は海外探鉱準備金制度の適用期限を３年延長す

る（探鉱準備金制度及び新鉱床探鉱費の特別控除制度は、所得税についても同

様とする。）。 

（6）国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例について、関係法令の改正

を前提に、対象事業から我が国において事業を行い、又は行おうとする外国会

社、国際機関その他の者並びにその従業員等及びその家族が、我が国における

事業活動、日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするための

経営管理の支援、保育サービス又は介護サービスの提供、家事支援活動、外国
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語による必要な情報の提供及び助言その他の必要な援助を行う事業並びに外国

人旅客の中長期の滞在に適した施設を使用させる事業その他の外国人旅客の滞

在に資する役務を提供する事業を除外した上、その適用期限を２年延長する。 

（7）平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例は、適用

期限が到来したため、その規定を削除する（所得税についても同様とする。）。 

（8）中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対

象資産から貸付け（主要な事業として行われるものを除く。）の用に供した資

産を除外した上、その適用期限を２年延長する（所得税についても同様とす

る。）。 

（9）農業協同組合等の合併に係る課税の特例について、適用対象から出資を有し

ない組合のみで行う合併を除外した上、その適用期限を３年延長する。 

（地方税） 

〔延長〕 

（1）国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却制度の適用期限

を２年延長する。 

（2）法人住民税及び法人事業税について、銀行等保有株式取得機構に係る課税の

特例に関する国税の取扱いに準じて所要の措置を講ずる。 

（3）原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の廃炉等実施認定事業者の事業税の課税

標準である収入金額を算定する場合において控除される収入金額の範囲に、当

該廃炉等実施認定事業者が小売電気事業者又は一般送配電事業者から、原子力

損害賠償・廃炉等支援機構に廃炉等積立金として積み立てる金銭に相当する金

額の交付を受ける場合における当該金額に相当する収入金額を追加する課税標

準の特例措置の適用期限を５年延長する。 

（4）ガス供給業を行う法人の事業税の課税標準である収入金額を算定する場合に

おいて控除される収入金額の範囲に、他のガス供給業を行う法人から託送供給

を受けてガスの供給を行う場合の当該供給に係る収入金額のうち、ガスの供給

に係る託送供給の料金として支払うべき金額に相当する収入金額を追加する課

税標準の特例措置の適用期限を３年延長する。 

〔縮減等〕 

（1）国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却制度につい
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て、関係法令の改正を前提に、対象事業から付加価値の高い農林水産物若しく

は加工食品の効率的な生産若しくは輸出の促進を図るために必要な技術の研究

開発又は当該技術の活用に関する事業を除外した上、その適用期限を２年延長

する。 

（2）株式会社民間資金等活用事業推進機構に係る法人事業税の資本割の課税標準

の特例措置について、事業年度の区分に応じ次に掲げる金額を資本金等の額か

らそれぞれ控除する特例に見直しを行った上、その適用期限を５年延長する。 

① 令和４年４月１日から令和５年３月 31 日までの間に開始する事業年度 

資本金等の額に 20 分の 17 を乗じて得た金額 

② 令和５年４月１日から令和６年３月 31 日までの間に開始する事業年度 

資本金等の額に５分の４を乗じて得た金額 

③ 令和６年４月１日から令和７年３月 31 日までの間に開始する事業年度 

資本金等の額に 10 分の７を乗じて得た金額 

④ 令和７年４月１日から令和８年３月 31 日までの間に開始する事業年度 

資本金等の額に５分の３を乗じて得た金額 

⑤ 令和８年４月１日から令和９年３月 31 日までの間に開始する事業年度 

資本金等の額に２分の１を乗じて得た金額 

９ その他 

（国 税） 

（1）国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度の対象となる国

庫補助金等の範囲について、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開

発機構法に基づく次の助成金を加える（所得税についても同様とする。）。 

① 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法

律等の改正を前提に、特定半導体生産施設整備等計画の認定を受けた事業者

が認定計画に従って行う特定半導体生産施設整備等に必要な資金に充てるた

めの助成金 

② 産業ＤＸのためのデジタルインフラ整備事業（仮称）等に係る助成金 

（2）グループ通算制度の施行に伴い、次の見直しを行う。 

① 投資簿価修正制度について、通算子法人の離脱時にその通算子法人の株式

を有する各通算法人が、その株式（子法人株式）に係る資産調整勘定等対応
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金額について離脱時の属する事業年度の確定申告書等にその計算に関する明

細書を添付し、かつ、その計算の基礎となる事項を記載した書類を保存して

いる場合には、離脱時に子法人株式の帳簿価額とされるその通算子法人の簿

価純資産価額にその資産調整勘定等対応金額を加算することができる措置を

講ずる。 

（注１）対象となる通算子法人からは、主要な事業が引き続き行われることが

見込まれていないことにより通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評

価制度の適用を受ける法人を除く。 

（注２）上記の「資産調整勘定等対応金額」とは、上記の通算子法人の通算開

始・加入前に通算グループ内の法人が時価取得した子法人株式の取得価

額のうち、その取得価額を合併対価としてその取得時にその通算子法人

を被合併法人とする非適格合併を行うものとした場合に資産調整勘定又

は負債調整勘定として計算される金額に相当する金額をいい、子法人株

式の時価取得が段階的に行われる場合又は通算グループ内の複数の法人

により行われる場合には、各通算法人の各取得時における調整勘定とし

て計算される金額に対応する金額に取得株式数割合を乗じて計算した金

額の合計額とする。 

（注３）資産調整勘定等対応金額は、上記の通算子法人を被合併法人等とする

非適格合併等が行われた場合には零とする。 

（注４）連結納税制度からグループ通算制度に移行したグループの連結開始・

加入子法人についても、対象とする。 

② 通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価制度について、時価評価資産

から除外される資産から帳簿価額 1,000 万円未満の営業権を除外する。 

③ 益金不算入及び損金不算入の対象となる通算税効果額から、利子税の額に

相当する金額として各通算法人間で授受される金額を除外する。 

④ 共同事業性がない場合等の通算法人の欠損金額の切捨て、共同事業性がな

い場合等の損益通算の対象となる欠損金額の特例及び通算法人の特定資産に

係る譲渡等損失額の損金不算入の適用除外となる要件のうち支配関係５年継

続要件について、次の見直しを行う。 

イ 通算承認日の５年前の日後に設立された通算親法人についての要件の判
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定は、他の通算法人のうち最後に支配関係を有することとなった日（現

行：設立日）の最も早いものとの間で行うものとする。 

ロ 要件の判定を行う通算法人等が通算承認日の５年前の日後に設立された

法人である場合の支配関係５年継続要件の特例について、次の見直しを行

う。 

（イ）通算子法人の判定において、自己を合併法人とする適格合併で他の通

算子法人の支配関係法人（通算法人を除く。）を被合併法人とするもの

及び自己が発行済株式等を有する内国法人（通算法人を除く。）で他の

通算子法人の支配関係法人であるものの残余財産の確定を特例の適用か

ら除外される組織再編成に加える。 

（ロ）通算グループ内の法人間の組織再編成を特例の適用から除外される組

織再編成から除外する。 

⑤ 認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例における欠損金の通算の特例

について、各通算法人の控除上限に加算する非特定超過控除対象額の配賦は、

非特定欠損控除前所得金額から本特例を適用しないものとした場合に損金算

入されることとなるその特例十年内事業年度に係る非特定欠損金相当額を控

除した金額（現行：非特定欠損控除前所得金額）の比によることとする等の

見直しを行う。 

⑥ その他所要の措置を講ずる。 

（3）労働者協同組合法の施行等に伴い、次のとおり整備する。 

① 労働者協同組合法の改正を前提に、剰余金の配当が行われないこと、解散

時の残余財産について組合員からの出資額を超える金額が国等又は同種の法

人へ帰属すること等が担保された労働者協同組合（以下「特定組合」とい

う。）が創設される場合には、特定組合について、各事業年度の所得のうち

収益事業から生じた所得以外の所得について非課税とするほか、公益法人等

の軽減税率及び寄附金の損金不算入制度を除き、公益法人等に係る取扱いを

適用する。 

② 労働者協同組合連合会を協同組合等（法人税法別表第三）とする。 

（4）農業経営基盤強化促進法等の改正を前提に、次の措置を講ずる（次の①の措

置は、所得税についても同様とする。）。 
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① 農業経営基盤強化促進法の改正を前提に、農業経営基盤強化準備金制度及

び農用地等を取得した場合の課税の特例について、人・農地プランの法定化

に伴う所要の規定の整備を行う。 

② 農業協同組合法等の改正を前提に、農業協同組合の農作業受託等に係る員

外利用の制限の緩和等が行われた後も、農業協同組合等を引き続き協同組合

等（法人税法別表第三）とする。 

③ その他所要の措置を講ずる。 

（地方税） 

（1）ガス供給業に係る法人事業税の課税方式の見直し  

① ガス供給業のうち、一般ガス導管事業及び特定ガス導管事業以外の事業で

あってガス事業法に規定するガス製造事業者（特別一般ガス導管事業者の供

給区域において同法に規定するガス製造事業の用に供する液化ガス貯蔵設備

を維持し、及び運用するものに限る。）である法人が行うもの（以下「特定

ガス供給業」という。）に係る法人事業税については、収入割額、付加価値

割額及び資本割額の合算額によって課することとする。 

② ガス供給業のうち、一般ガス導管事業及び特定ガス導管事業以外の事業

（特定ガス供給業を除く。以下「一般ガス供給業」という。）に係る法人事

業税については、資本金の額又は出資金の額（以下「資本金」という。）１

億円超の普通法人にあっては付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額

によって、資本金１億円以下の普通法人等にあっては所得割額によって、そ

れぞれ課することとする。 

③ 特定ガス供給業及び一般ガス供給業に係る法人事業税の標準税率をそれぞ

れ次のとおりとする。 

イ 特定ガス供給業 

収入割       0.48％ 

付加価値割  0.77％ 

資本割     0.32％ 

ロ 一般ガス供給業 

（イ）資本金１億円超の普通法人 

付加価値割 1.2％ 
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資本割    0.5％ 

所得割       1％ 

（ロ）資本金１億円以下の普通法人等 

所得割  年 400 万円以下の所得         3.5％ 

     年 400 万円超年 800 万円以下の所得   5.3％ 

     年 800 万円超の所得           7％ 

（ハ）特別法人 

所得割  年 400 万円以下の所得         3.5％ 

     年 400 万円超の所得          4.9％ 

（特定の協同組合等の年 10 億円超の所得  5.7％） 

（注）３以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人のうち資

本金 1,000 万円以上であるものの所得割に係る税率については、軽減税率

の適用はない。 

④ 特定ガス供給業を行う法人及び一般ガス供給業を行う法人に係る特別法人

事業税の税率をそれぞれ次のとおりとする。 

イ 特定ガス供給業を行う法人の収入割額に対する税率  62.5％ 

ロ 一般ガス供給業を行う法人 

上記③ロ（イ）に掲げる法人の所得割額に対する税率  260％ 

上記③ロ（ロ）に掲げる法人の所得割額に対する税率  37％ 

上記③ロ（ハ）に掲げる法人の所得割額に対する税率 34.5％ 

⑤ その他所要の措置を講ずる。 

（注）上記の改正は、令和４年４月１日以後に開始する事業年度から適用する。 

（2）大法人に対する法人事業税所得割の税率の見直し 

付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額により法人事業税を課される

法人に係る法人事業税の所得割について、年 400 万円以下の所得の部分の

0.4％の標準税率及び年400万円を超え年800万円以下の所得の部分の0.7％の

標準税率を廃止するとともに、これらの部分の標準税率を１％とする等の所要

の措置を講ずる。 

（注）上記の改正は、令和４年４月１日以後に開始する事業年度から適用する。 

（3）法人住民税及び法人事業税について、グループ通算制度の施行に伴う国税の
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見直しに準じて所要の措置を講ずる。 

（4）国税における諸制度の取扱い等を踏まえ、その他所要の措置を講ずる。 

 

四 消費課税 

１ 適格請求書等保存方式に係る見直し 

（国 税） 

（1）適格請求書発行事業者の登録について、次の見直しを行う。 

① 免税事業者が令和５年 10 月１日から令和 11 年９月 30 日までの日の属す

る課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、その登録日

から適格請求書発行事業者となることができることとする。 

② 上記①の適用を受けて登録日から課税事業者となる適格請求書発行事業者

（その登録日が令和５年 10 月１日の属する課税期間中である者を除く。）の

その登録日の属する課税期間の翌課税期間からその登録日以後２年を経過す

る日の属する課税期間までの各課税期間については、事業者免税点制度を適

用しない。 

③ 特定国外事業者（事務所及び事業所等を国内に有しない国外事業者をい

う。）以外の者であって納税管理人を定めなければならないこととされてい

る事業者が適格請求書発行事業者の登録申請の際に納税管理人を定めていな

い場合には、税務署長はその登録を拒否することができることとし、登録を

受けている当該事業者が納税管理人を定めていない場合には、税務署長はそ

の登録を取り消すことができることとする。 

④ 事業者が適格請求書発行事業者の登録申請書に虚偽の記載をして登録を受

けた場合には、税務署長はその登録を取り消すことができることとする。 

⑤ その他適格請求書発行事業者の登録に係る所要の措置を講ずる。 

（2）仕入明細書等による仕入税額控除は、その課税仕入れが他の事業者が行う課

税資産の譲渡等に該当する場合に限り、行うことができることとする。 

（3）区分記載請求書の記載事項に係る電磁的記録の提供を受けた場合について、

適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する

経過措置の適用を受けることができることとする。 

（4）適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関す
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る経過措置の適用対象となる棚卸資産については、その棚卸資産に係る消費税

額の全部を納税義務の免除を受けないこととなった場合の棚卸資産に係る消費

税額の調整措置の対象とする。 

（5）公売等により課税資産の譲渡等を行う事業者が適格請求書発行事業者である

場合には、公売等の執行機関はその事業者に代わって適格請求書等を交付する

ことができることとする。 

（6）課税仕入れ等に係る特定収入について仕入税額控除の制限を受ける事業者が、

その特定収入の５％を超える金額を免税事業者等からの課税仕入れに充てた場

合について、法令又は交付要綱等により国等にその使途を報告すべきこととさ

れる文書等においてその課税仕入れに係る支払対価の額を明らかにしている場

合には、その特定収入のあった課税期間の課税売上割合等に応じその課税仕入

れに係る支払対価の額を基礎として計算した金額を、その明らかにした課税期

間の課税仕入れ等の税額に加算できることとする。 

（7）その他所要の措置を講ずる。 

（注）上記（2）から（7）までの改正は、令和５年 10 月１日以後に国内において

事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用する。 

２ 租税特別措置等 

（国 税） 

〔延長・拡充等〕 

（1）入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例措置の適用期限を１年

延長する。 

（2）沖縄振興特別措置法の改正を前提に、沖縄発電用特定石炭等に係る石油石炭

税の免税措置の適用期限を２年延長する。 

（3）航空機燃料税の税率の特例措置について、税率を１㎘につき 13,000 円（現

行：9,000 円）に引き上げた上、その適用期限を１年延長する。 

（4）沖縄振興特別措置法の改正を前提に、沖縄路線航空機に積み込まれる航空機

燃料に係る航空機燃料税の税率の特例措置について、税率を１㎘につき 6,500

円（現行：4,500 円）に引き上げた上、その適用期限を１年延長する。 

（5）特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の

特例措置について、税率を１㎘につき 9,750 円（現行：6,750 円）に引き上げ
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た上、その適用期限を１年延長する。 

（地方税） 

〔延長・拡充等〕 

〈航空機燃料譲与税〉 

航空機燃料譲与税の譲与割合を令和４年４月１日から令和５年３月 31 日まで

の間、13 分の４（現行：９分の４）とする等所要の措置を講ずる。 

３ その他 

（国 税） 

（1）外国人旅行者向け消費税免税制度（輸出物品販売場制度）について、次の見

直しを行う。 

① 輸出物品販売場において免税で購入することができる非居住者（以下「免

税購入対象者」という。）の範囲について、次の見直しを行う。 

イ 出入国管理及び難民認定法別表第一の在留資格をもって在留する非居住

者については、短期滞在、外交又は公用の在留資格を有する者に限ること

とする。 

ロ 日本国籍を有する非居住者については、国内に２年以上住所及び居所を

有しないことについて、入国の日から起算して６月前の日以後に発行され

た在留証明又は戸籍の附票の写し（以下「証明書類」という。）により証

明された者に限ることとする。 

② 上記①ロの者に対して免税販売を行う事業者は、証明書類に記載された情

報を購入記録情報として国税庁長官に提供し、又は証明書類の写し若しくは

証明書類に係る電磁的記録を保存することとする。 

③ 免税購入対象者が行う旅券情報の提供等は、デジタル庁が整備及び管理を

する訪日観光客等手続支援システムを用いて行うことができることとする。 

④ 免税で購入された物品を輸出しない場合に消費税の即時徴収等を行う場合

の税関長の権限について、税関官署の長へ委任できることとする。 

⑤ その他所要の措置を講ずる。 

（注１）上記（④を除く。）の改正は令和５年４月１日以後に行われる課税資産

の譲渡等について、上記④の改正は令和４年４月１日以後に行われる即時

徴収等について、それぞれ適用する。 
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（注２）上記の改正に伴い、輸出酒類販売場制度における非居住者の範囲、酒税

の免税販売手続及び酒税の即時徴収等に係る税関長の権限等について、所

要の措置を講ずる。 

（2）児童福祉法の改正を前提に、改正後の障害児通所支援事業等について、引き

続き消費税を非課税とする。 

（3）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の改正を前

提に、改正後の障害福祉サービス事業等について、引き続き消費税を非課税と

する。 

（4）個人事業者の消費税の納税地の異動があった場合に提出することとされてい

る届出書について、その提出を不要とするほか、所要の整備を行う。 

（注）上記の改正は、令和５年１月１日以後の納税地の異動等について適用する。 

（5）消費税の仕入税額控除の要件として保存することとされている輸入許可書等

及び輸出免税の要件として保存することとされている輸出許可書等の範囲に、

これらの書類に係る電磁的記録を含めることとする。 

（6）郵便物を輸入する際に納付する内国消費税について、キャッシュレス納付を

可能とするほか、所要の整備を行う。 

（7）酒税、たばこ税、揮発油税、石油ガス税及び石油石炭税における輸出免税の

適用に当たって必要となる帳簿の記載について、輸出許可書等に係る電磁的記

録に基づいて記載できることとする。 

（8）ウイスキー又はブランデーに類似するスピリッツに係る製造時の酒税の承認

制度を見直し、誤認防止のための要件を設けた上、移出時の承認制度とすると

ともに、その承認における着色度に関する制限を撤廃する。 

（注）上記の改正は、令和５年４月１日以後に承認を受けるスピリッツについて

適用し、経過的な運用上の取扱いを設ける。 

（9）沖縄県産酒類に係る酒税の軽減措置について、次の見直しを行う。なお、本

軽減措置は延長後の適用期限の到来をもって廃止することとし、関係規定を削

除する。 

① 単式蒸留焼酎に係る酒税の軽減措置について、軽減割合を、その前年度の

県内課税移出数量が 200 ㎘を超え 1,300 ㎘以下の場合にあっては、令和６年

５月 15 日から令和８年５月 14 日までの間は 30％、令和８年５月 15 日から
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令和11年５月14日までの間は20％、令和11年５月15日以後は10％とし、

その前年度の県内課税移出数量が 1,300 ㎘を超える場合にあっては、令和６

年５月 15 日から令和８年５月 14 日までの間は 25％、令和８年５月 15 日か

ら令和 11 年５月 14 日までの間は 15％、令和 11 年５月 15 日以後は５％と

し、その適用期限を令和 14 年５月 14 日まで延長した上、廃止する。 

② 単式蒸留焼酎以外の酒類に係る酒税の軽減措置について、軽減割合を令和

５年10月１日以後は15％とし、その適用期限を令和８年９月30日まで延長

した上、廃止する。 

③ 上記②の軽減割合に係る改正等の実施時期において、手持品課税を実施す

る。 

④ その他所要の措置を講ずる。 

（注）上記の関係規定の削除は、令和 14 年５月 15 日から施行する。 

（10）自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を受ける者は、国土

交通大臣等が指定する納付受託者に納付を委託する方法（クレジットカード等

を使用する方法）により、自動車重量税を納付できることとする。この場合に

おいて、納付受託者が自動車検査証の交付等を受ける者又は車両番号の指定を

受ける者の委託を受けた日に自動車重量税の納付があったものとみなして、延

滞税に関する規定を適用するほか、納付受託者の納付義務、帳簿保存義務、納

付受託者の指定の取消し等について所要の措置を講ずる。 

（11）沖縄の揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の軽減措置の適用期限を２

年延長する。 

（地方税） 

〈自動車税〉 

2025 年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の開催に伴い、（公社）2025 年日本

国際博覧会協会が取得し、又は所有する博覧会の観客の輸送の用に供するバスに

係る自動車税について、非課税とする。 

 

五 国際課税 

１ 過大支払利子税制の見直し 

（国 税） 
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対象純支払利子等に係る課税の特例（いわゆる「過大支払利子税制」）につい

て、外国法人の法人税の課税対象とされる次に掲げる国内源泉所得に係る所得の

金額についても適用する。 

（1）恒久的施設を有する外国法人に係る恒久的施設帰属所得以外の国内源泉所得 

（2）恒久的施設を有しない外国法人に係る国内源泉所得 

（地方税） 

法人住民税及び法人事業税について、対象純支払利子等に係る課税の特例（い

わゆる「過大支払利子税制」）の見直しに関する国税の取扱いに準じて所要の措

置を講ずる。 

２ 外国子会社合算税制の見直し 

（国 税） 

特定外国関係会社等の判定における保険委託者特例に関する「一の保険会社等」

及び「その一の保険会社等との間に特定資本関係のある保険会社等」によってそ

の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社である旨の

要件について、次の見直しを行う。 

（1）上記の「一の保険会社等」について、その範囲に保険会社等に発行済株式等

の全部を直接又は間接に保有されている内国法人（保険会社等を除く。以下

「判定対象内国法人」という。）で、次に掲げる要件の全てを満たすものを加

える。 

① 判定対象内国法人が、専ら100％内国法人グループ（判定対象内国法人及

びその判定対象内国法人との間に特定資本関係のある内国法人をいう。）に

よってその発行済株式等の50％超を直接又は間接に保有されている保険業又

はこれに関連する事業を主たる事業とする外国関係会社（その判定対象内国

法人によってその発行済株式等の全部又は一部を直接又は間接に保有されて

いるものに限る。）の経営管理及びその附帯業務を行っていること。 

② 上記①の100％内国法人グループに係る他の内国法人（上記①の外国関係

会社の発行済株式等の全部又は一部を直接又は間接に保有するものに限るも

のとし、保険会社等を除く。（2）において同じ。）が、専らその外国関係会

社の経営管理及びその附帯業務を行っていること。 

（2）上記の「その一の保険会社等との間に特定資本関係のある保険会社等」につ
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いて、その範囲に上記（1）①の100％内国法人グループに係る他の内国法人で、

専ら上記（1）①の外国関係会社の経営管理及びその附帯業務を行っているも

のを加える。 

（注１）上記の「保険会社等」とは、内国法人で保険業を主たる事業とするもの又

は保険持株会社に該当するものをいう。 

（注２）上記の「特定資本関係」とは、二の法人のいずれか一方の法人が他方の法

人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係等をいう。 

（注３）特定外国関係会社等の判定におけるロイズ特例について、上記と同様の見

直しを行う。 

（注４）上記の改正は、外国関係会社の令和４年４月１日以後に開始する事業年度

について適用する。 

（地方税） 

法人住民税及び法人事業税について、外国子会社合算税制の見直しに関する国

税の取扱いに準じて所要の措置を講ずる。 

３ その他 

（国 税） 

（1）子会社からの配当と子会社株式の譲渡を組み合わせた租税回避を防止するた

めの措置（子会社株式簿価減額特例）について、次の見直しを行う。 

① 適用除外要件（特定支配日利益剰余金額要件）の判定 

イ 子法人の対象配当等の額に係る決議日等前に最後に終了した事業年度

（以下「直前事業年度」という。）終了の日の翌日からその対象配当等の

額を受けるまでの期間（イにおいて「対象期間」という。）内にその子法

人の利益剰余金の額が増加した場合において、対象期間内にその子法人の

株主等がその子法人から受ける配当等の額に係る基準時のいずれかがその

翌日以後であるときは、直前事業年度の貸借対照表に計上されている利益

剰余金の額に期中増加利益剰余金額（その対象期間内に増加したその子法

人の利益剰余金の額とその対象期間内にその子法人の株主等がその子法人

から受ける配当等の額に対応して減少したその子法人の利益剰余金の額の

合計額をいう。以下同じ。）を加算することができることとする。ただし、

次に掲げる金額を証する書類を保存している場合に限る。 
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（イ）期中増加利益剰余金額 

（ロ）特定支配前の期中増加利益剰余金額（特定支配日の属する事業年度開

始の日から特定支配日の前日までの期間（（ロ）において「特定支配前

対象期間」という。）内にその子法人の利益剰余金の額が増加した場合

において、その子法人の株主等がその子法人から受ける配当等の額（そ

の基準時が特定支配前対象期間内にあるものに限る。）があるときにお

けるその特定支配前対象期間内に増加したその子法人の利益剰余金の額

とその特定支配前対象期間内にその子法人の株主等がその子法人から受

ける配当等の額に対応して減少したその子法人の利益剰余金の額の合計

額をいう。以下同じ。） 

ロ 上記イの適用を受ける場合には、特定支配日前に最後に終了した事業年

度の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額に特定支配前の期中増加

利益剰余金額を加算する。 

② 適用除外基準を満たす子会社を経由した配当等を用いた本制度の回避を防

止するための措置（適用回避防止規定）について、次のいずれかに該当する

場合には適用しないこととする。 

イ 対象配当等の額に係る基準時以前 10 年以内に子法人との間にその子法

人による特定支配関係があった法人（以下「孫法人等」という。）の全て

がその設立の時からその基準時（その基準時前に特定支配関係を有しなく

なった孫法人等にあっては、最後に特定支配関係を有しなくなった時の直

前）まで継続してその子法人との間にその子法人による特定支配関係があ

る法人（イにおいて「継続関係法人」という。）である場合（その子法人

又はその孫法人等を合併法人とする合併で、継続関係法人でない法人を被

合併法人とするものが行われていた場合等を除く。） 

ロ 次のいずれにも該当する場合 

（イ）その親法人と孫法人との間に、その孫法人の設立の時からその孫法人

から子法人に支払う配当等の額に係る基準時まで継続して親法人による

特定支配関係がある場合 

（ロ）その基準時以前 10 年以内にその孫法人との間にその孫法人による特

定支配関係があった法人（以下「ひ孫法人等」という。）の全てがその
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設立の時からその基準時（その基準時前に特定支配関係を有しなくなっ

たひ孫法人等にあっては、最後に特定支配関係を有しなくなった時の直

前）まで継続してその孫法人との間にその孫法人による特定支配関係が

ある法人（（ロ）において「継続関係法人」という。）である場合（その

孫法人又はそのひ孫法人等を合併法人とする合併で、継続関係法人でな

い法人を被合併法人とするものが行われていた場合等を除く。） 

③ その他所要の措置を講ずる。 

（注）上記の改正は、令和２年４月１日以後に開始する事業年度において受ける

対象配当等の額について適用する。 

（2）グループ通算制度の施行に伴い、同制度における外国税額控除について、次

の見直しを行う。 

① 税務当局が調査を行った結果、進行事業年度調整措置を適用すべきと認め

る場合には、通算法人に対し、その調査結果の内容（進行事業年度調整措置

を適用すべきと認めた金額及びその理由を含む。）を説明するものとする。 

② 上記①の説明が行われた日の属する事業年度の期限内申告書に添付された

書類に進行事業年度調整措置を適用した金額（税額控除不足額相当額又は税

額控除超過額相当額）として記載された金額等がその説明の内容と異なる場

合には、その事業年度に係る税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当

額に係る固定措置を不適用とする。 

③ 税額控除額等（税額控除額、税額控除不足額相当額又は税額控除超過額相

当額をいう。以下同じ。）に係る固定措置が不適用とされた事業年度につい

て、その不適用とされたことに伴い修正申告書の提出又は更正が行われた場

合には、原則として、その修正申告書又はその更正に係る更正通知書に税額

控除額等として記載された金額をもって本固定措置を再度適用する。 

④ その他所要の措置を講ずる。 

（3）金融商品取引法に規定する市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引

の決済により生ずる所得は、所得税法及び法人税法に規定する国内源泉所得で

ある「国内資産の運用・保有所得」に含まれないことを法令上明確化する。 

（注）外国税額控除における国外源泉所得である「国外資産の運用・保有所得」
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についても同様とする。 

（4）非居住者又は外国法人が振替特定目的信託受益権のうち社債的受益権に該当

するものにつき支払を受ける剰余金の配当等の非課税措置の適用期限を２年延

長する。 

（5）令和３年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競

技大会に参加等をする非居住者及び外国法人に係る課税の特例は、適用期限の

到来をもって廃止する。 

（6）非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度等について、次

の措置を講ずる。 

① 報告金融機関等の範囲に、海外投資家等特例業務届出者及び届出をして移

行期間特例業務を行う者等を加える。 

② 報告金融機関等の報告事項の提供方法から、磁気テープを提出する方法を

除外する。 

（注）上場株式等の配当等に係る租税条約等の適用手続におけるその配当等の

支払の取扱者のその支払を受ける者等に関する事項の提供方法についても

同様とする。 

（7）租税条約等の相手国等の税務当局との情報交換において、その租税条約等に

定めるところにより、その相手国等の法令の規定により収集された個人番号を

受領することができること及びその手続を法令上明確化する。 

（地方税） 

（1）グループ通算制度の施行に伴い、同制度における法人住民税の外国税額控除

について、次の見直しを行う。 

① 国税において、税務当局が調査を行った結果、進行事業年度調整措置を適

用すべきと認めた内容と異なる申告が行われた場合にその事業年度に係る税

額控除不足額相当額又は税額控除超過額相当額に係る固定措置が不適用とさ

れるときには、その事業年度に係る法人住民税の税額控除不足額相当額又は

税額控除超過額相当額に係る固定措置を不適用とする。 

② 法人住民税の税額控除額等（税額控除額、税額控除不足額相当額又は税額

控除超過額相当額をいう。以下同じ。）に係る固定措置が不適用とされた事

業年度について、その不適用とされたことに伴い修正申告書の提出又は更正
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が行われた場合には、原則として、その修正申告書に税額控除額等として記

載された金額又はその更正に係る税額控除額等とされた金額をもって本固定

措置を再度適用する。 

③ その他所要の措置を講ずる。 

（2）法人事業税において損金算入の対象となる外国法人税額等の範囲の明確化 

外国税額控除の適用を受ける法人に係る法人事業税の所得等の計算上損金の

額に算入される外国法人税額等には、外国法人税を課されたことを証する書類

を保存していない等の理由により法人税額から控除できない金額等は含まれな

いことを明確化する。 

（3）令和３年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競

技大会に参加等をする非居住者及び外国法人に係る課税の特例は、適用期限の

到来をもって廃止する。 

（4）個人住民税、法人住民税及び事業税について、国税における諸制度の取扱い

に準じて所要の措置を講ずる。 

 

六 納税環境整備 

１ 税理士制度の見直し 

（国 税） 

税理士制度について、次の見直しを行う。 

（1）税理士の業務の電子化等の推進 

① 税理士及び税理士法人は、税理士の業務の電子化等を通じて、納税義務者

の利便の向上及び税理士の業務の改善進歩を図るよう努めるものとする旨の

規定を設けることとする。 

② 税理士会及び日本税理士会連合会の会則に記載すべき事項に、税理士の業

務の電子化に関する規定を加えるとともに、この規定についてその会則を変

更するときは、財務大臣の認可を受けなければならないこととする。 

（注）上記②の改正は、令和５年４月１日から施行する。 

（2）税理士事務所の該当性の判定基準の見直し 

税理士事務所に該当するかどうかの判定について、設備又は使用人の有無等

の物理的な事実により行わないこととする等の運用上の対応を行う。 
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（注）上記の改正は、令和５年４月１日から適用する。 

（3）税務代理の範囲の明確化 

① 税務代理を行うに当たって前提となる通知等について、税務代理権限証書

に記載された税理士又は税理士法人が受けることができることを明確化する

等の運用上の対応を行う。 

② 税務代理権限証書について、税務代理に該当しない代理をその様式に記載

することができることとする等の見直しを行う。 

（注）上記②の改正は、令和６年４月１日以後に提出する税務代理権限証書につ

いて適用する。 

（4）税理士会の総会等の招集通知及び議決権の行使の委任の電子化 

税理士会及び日本税理士会連合会の総会等の招集通知及び議決権の行使の委

任について、電磁的方法により行うことができることとする。 

（5）税理士名簿等の作成方法の明確化 

税理士名簿及び税理士法人の名簿、税理士又は税理士法人が作成する税理士

業務に関する帳簿等について、電磁的記録をもって作成すること（現行：磁気

ディスク等をもって調製すること）ができることとする。 

（6）税理士試験の受験資格要件の緩和 

税理士試験の受験資格について、次の見直しを行う。 

① 会計学に属する科目の受験資格を不要とする。 

② 大学等において一定の科目を修めた者が得ることができる受験資格につい

て、その対象となる科目を社会科学に属する科目（現行：法律学又は経済学）

に拡充する。 

（注）上記の改正は、令和５年４月１日から施行する。 

（7）税理士法人制度の見直し 

① 税理士法人の業務の範囲に、次に掲げる業務を加える。 

イ 租税に関する教育その他知識の普及及び啓発の業務 

ロ 後見人等の地位に就き、他人の法律行為について代理を行う業務等 

② 税理士法人の社員の法定脱退事由に、懲戒処分等により税理士業務が停止

されたことを加える。 

（8）懲戒処分を受けるべきであったことについての決定制度の創設等 
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① 財務大臣は、税理士であった者につき税理士であった期間内に懲戒処分の

対象となる行為又は事実があると認めたときは、その税理士であった者が懲

戒処分を受けるべきであったことについて決定をすることができることとす

る。この場合において、財務大臣は、その税理士であった者が受けるべきで

あった懲戒処分の種類（その懲戒処分が税理士業務の停止の処分である場合

には、懲戒処分の種類及び税理士業務の停止をすべき期間）を明らかにしな

ければならないこととする。 

（注）財務大臣は、上記の決定をしたときは、遅滞なくその旨を官報をもって

公告しなければならない。 

② 税理士の欠格条項に、上記①により税理士業務の禁止の懲戒処分を受ける

べきであったことについて決定を受けた者で、その決定を受けた日から３年

を経過しないものを加える。 

③ 税理士の登録拒否事由に、上記①により税理士業務の停止の懲戒処分を受

けるべきであったことについて決定を受けた者で、上記①により明らかにさ

れた税理士業務の停止をすべき期間を経過しないものを加える。 

（注）上記の改正は、令和５年４月１日以後にした違反行為等について適用する。 

（9）懲戒処分等の除斥期間の創設 

税理士等に係る懲戒処分について、懲戒の事由があったときから10年を経過

したときは、懲戒の手続を開始することができないこととする。 

（注１）税理士法人の税理士法違反行為等に対する処分及び上記（8）①の決定

について、上記と同様の措置を講ずる。 

（注２）上記の改正は、令和５年４月１日以後にした違反行為等について適用す

る。 

（10）税理士法に違反する行為又は事実に関する調査の見直し 

① 税理士法に違反する行為又は事実に関する調査に係る質問検査等の対象に、

税理士であった者及び税理士業務の制限又は名称の使用制限に違反したと思

料される者を加える。 

② 国税庁長官は、税理士法に違反する行為又は事実があると思料するときは、

関係人又は官公署に対し、当該職員をして、必要な帳簿書類その他の物件の

閲覧又は提供その他の協力を求めさせることができることとする。 
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（注）上記①の改正は令和５年４月１日以後に行う質問検査等について、上記②

の改正は同日以後に行う協力の求めについて、それぞれ適用する。 

（11）税理士が申告書に添付することができる計算事項、審査事項等を記載した

書面に関する様式の整備 

税理士が申告書に添付することができる計算事項、審査事項等を記載した書

面について、税理士の実務を踏まえたその書面に関する様式の簡素化等の見直

しを行う。 

（注）上記の改正は、令和６年４月１日以後に提出する申告書に添付する上記の

書面について適用する。 

（12）税理士試験受験願書等に関する様式の整備 

税理士試験受験願書に関する様式について、その税理士試験受験願書に添付

すべき写真の大きさ以外の制限を不要とする等の見直しを行う。 

（13）その他所要の措置を講ずる。 

２ 帳簿の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置の整備 

（国 税） 

過少申告加算税制度及び無申告加算税制度について、納税者が、一定の帳簿

（その電磁的記録を含む。）に記載すべき事項に関し所得税、法人税又は消費税

（輸入に係る消費税を除く。２において同じ。）に係る修正申告書若しくは期限

後申告書の提出又は更正若しくは決定があった時前に、国税庁等の当該職員から

当該帳簿の提示又は提出を求められ、かつ、次に掲げる場合のいずれかに該当す

るとき（当該納税者の責めに帰すべき事由がない場合を除く。）は、当該帳簿に

記載すべき事項に関し生じた申告漏れ等に課される過少申告加算税の額又は無申

告加算税の額については、通常課される過少申告加算税の額又は無申告加算税の

額に当該申告漏れ等に係る所得税、法人税又は消費税の10％（次の（2）に掲げ

る場合に該当する場合には、５％）に相当する金額を加算した金額とするほか、

所要の措置を講ずる。 

（1）当該職員に当該帳簿の提示若しくは提出をしなかった場合又は当該職員にそ

の提示若しくは提出がされた当該帳簿に記載すべき事項のうち、売上金額若し

くは業務に係る収入金額の記載が著しく不十分である場合 

（2）当該職員にその提示又は提出がされた当該帳簿に記載すべき事項のうち、売
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上金額又は業務に係る収入金額の記載が不十分である場合（上記（1）に掲げ

る場合に該当する場合を除く。） 

（注１）上記の「一定の帳簿」とは、次に掲げる帳簿のうち、売上金額又は業務に

係る収入金額の記載についての調査のために必要があると認められるものを

いう。 

① 所得税又は法人税の青色申告者が保存しなければならないこととされる

仕訳帳及び総勘定元帳 

② 所得税又は法人税において上記①の青色申告者以外の者が保存しなけれ

ばならないこととされる帳簿 

③ 消費税の事業者が保存しなければならないこととされる帳簿 

（注２）上記（1）の「記載が著しく不十分である場合」とは、当該帳簿に記載す

べき売上金額又は業務に係る収入金額のうち２分の１以上が記載されていな

い場合をいい、上記（2）の「記載が不十分である場合」とは、当該帳簿に

記載すべき売上金額又は業務に係る収入金額のうち３分の１以上が記載され

ていない場合をいう。また、これらの金額が記載されていないことにつきや

むを得ない事情があると認める場合には、運用上、適切に配慮することとす

る。 

（注３）上記の改正は、令和６年１月１日以後に法定申告期限等が到来する国税に

ついて適用する。 

３ 財産債務調書制度等の見直し 

（国 税） 

財産債務調書制度等について、次の見直しを行う。 

（1）財産債務調書の提出義務者の見直し 

現行の財産債務調書の提出義務者のほか、その年の12月31日において有する

財産の価額の合計額が10億円以上である居住者を提出義務者とする。 

（注）上記の改正は、令和５年分以後の財産債務調書について適用する。 

（2）財産債務調書等の提出期限の見直し 

財産債務調書の提出期限について、その年の翌年の６月30日（現行：その年

の翌年の３月15日）とする（国外財産調書についても同様とする。）。 

（注）上記の改正は、令和５年分以後の財産債務調書又は国外財産調書について
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適用する。 

（3）提出期限後に財産債務調書等が提出された場合の宥恕措置の見直し 

提出期限後に財産債務調書が提出された場合において、その提出が、調査が

あったことにより更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないと

きは、その財産債務調書は提出期限内に提出されたものとみなす措置について、

その提出が調査通知前にされたものである場合に限り適用することとする（国

外財産調書についても同様とする。）。 

（注）上記の改正は、財産債務調書又は国外財産調書が令和６年１月１日以後に

提出される場合について適用する。 

（4）財産債務調書等の記載事項の見直し 

財産債務調書への記載を運用上省略することができる「その他の動産の区分

に該当する家庭用動産」の取得価額の基準を300万円未満（現行：100万円未満）

に引き上げるほか、財産債務調書及び国外財産調書の記載事項について運用上

の見直しを行う。 

（注）上記の改正は、令和５年分以後の財産債務調書又は国外財産調書について

適用する。 

（5）その他所要の措置を講ずる。 

４ 地方税務手続のデジタル化 

（地方税） 

（1）eLTAX を通じた申告・申請に係る対象手続の拡大 

納税者等が地方公共団体に対して行う全ての申告・申請等について、eLTAX

を通じて行うことができるよう所要の措置を講ずる。 

（注）上記の改正は、令和４年４月１日から施行し、実務的な準備が整ったもの

から順次対応する。 

（2）eLTAX を通じた電子納付の対象税目の拡大 

地方公共団体の収納事務を行う地方税共同機構が電子的に処理する特定徴収

金の対象税目を拡大し、納税者が全ての税目について、eLTAX を通じて納付を

行うことができるよう所要の措置を講ずる。 

（注）上記の改正は、令和５年４月１日以後の納付について適用する。 

（3）eLTAX を通じた電子納付に係る納付手段の拡大 
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① eLTAX を通じた電子納付について、スマートフォン決済アプリやクレジッ

トカード等による納付を可能とするため、納税者が、地方税共同機構が指定

する者（機構指定納付受託者）に納付の委託を行うことができることとす

る。 

② 機構指定納付受託者が指定日までに地方税共同機構に納付したときは、当

該機構指定納付受託者が委託を受けた日に遡って、納税者から納付があった

ものとみなす。 

③ 納税者が機構指定納付受託者を通じた納付手続を行った場合であって、当

該機構指定納付受託者が指定日までに地方税共同機構に納付しなかったとき

には、地方公共団体は、保証人に関する徴収の例により当該機構指定納付受

託者から徴収する。 

④ 地方公共団体が、機構指定納付受託者の指定に関し、意見を述べることが

できる等の手続について、所要の措置を講ずる。 

⑤ その他所要の措置を講ずる。 

（注）上記の改正は、令和５年４月１日以後に地方税の納付を委託する場合につ

いて適用する。 

５ その他 

（国 税） 

（1）修正申告書等の記載事項の整備 

修正申告書及び更正請求書の記載事項から、その申告前又はその請求に係る

更正前の課税標準等、納付すべき税額の計算上控除する金額及び還付金の額の

計算の基礎となる税額を除外するほか、所要の整備を行う。 

（注）上記の改正は、令和４年 12 月 31 日以後に課税期間が終了する国税（課税

期間のない国税については、同日後にその納税義務が成立する当該国税）に

係る修正申告書又は更正請求書について適用する。 

（2）個人番号カードを利用したe-Taxの利便性の向上 

あらかじめ行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律の規定により電子情報処理組織を使用して個人番号の提供を受ける場

合の本人確認の措置（国税庁長官が定めるものに限る。）が行われた場合には、

個人番号カードを用いて電子情報処理組織を使用する方法（e-Tax）により申
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請等を行う際に、識別符号及び暗証符号の入力並びに電子署名及び電子証明書

の送信を要しないこととする。 

（注１）上記の改正は、令和５年１月１日以後に行う申請等について適用する。 

（注２）上記の改正と併せて、e-Tax による手続の簡素化・合理化、ＧビズＩＤ

（法人共通認証基盤）を活用した申請等、スマートフォンを使用して上記

の本人確認の措置を行うことを可能とする等、申告利便等の更なる向上に

取り組む。 

（3）添付書面等記載事項の提供方法の見直し 

添付書面等記載事項の提供方法について、次の見直しを行う。 

① 電子情報処理組織を使用する方法（e-Tax）による相続税の申告書の添付

書面等記載事項（添付書面等に記載されている事項又は記載すべき事項をい

う。以下同じ。）の提供方法に、光ディスク又は磁気ディスクを提出する方

法を加える。 

② 電子情報処理組織を使用する方法（e-Tax）による法人税及び地方法人税

の確定申告書等の添付書面等記載事項の提供方法から、磁気テープを提出す

る方法を除外する。 

（4）特定納付手続に使用する識別符号の通知手続のe-Taxに係る識別符号及び暗

証符号の通知手続への統合 

国税の納付手続に利用できるものとして金融機関が提供するプログラムのみ

を使用して行う国税の納付手続（以下「特定納付手続」という。）について、

特定納付手続に使用する識別符号を通知する手続等を廃止する。 

（注１）上記の改正は、令和５年１月１日から施行する。 

（注２）令和５年１月１日において、既に特定納付手続に使用する識別符号が通

知されている者（同日において電子情報処理組織を使用する方法（e-Tax）

に係る暗証符号が通知されている者を除く。）に対し、電子情報処理組織

を使用する方法に係る暗証符号を通知するものとする。 

（5）公売における入札手続の電子化 

電子情報処理組織を使用する方法により行う入札について、次の措置を講ず

る。 

① 入札の情報を、電子情報処理組織を使用して送信がされた時から開札の時



 

－75－ 

までの間、何人も閲覧することができないこととする措置をもって、入札書

に封をすることに代えることができることとする。 

② 入札者から委任を受けた者の電子署名及び電子証明書を送信する場合には、

当該入札者の電子署名及び電子証明書の送信を要しないこととする。 

（注）上記の改正は、令和５年４月１日以後に行う公告に係る公売について適用

する。 

（6）通関手続の電子化に伴う整備 

通関手続の電子化に伴い、次の措置を講ずる。 

① スマートフォンを使用した決済サービスにより、税関長が徴収すべき消費

税等を納付しようとする場合には、その納付上限額を100万円（現行：30万

円）とする。 

② 税関長が徴収すべき消費税等の賦課決定等の手続について、次の措置を講

ずる。 

イ 賦課決定通知書等の送達に代えて、税関の当該職員に口頭で賦課決定の

通知をさせることができることとする。 

ロ 税関の当該職員は、賦課決定通知書等を交付した場合には、その交付を

受けた者に対し、その旨を記載した書面に署名を求めることを要しないこ

ととする。 

③ その他所要の措置を講ずる。 

（7）タイムスタンプの国による認定制度の創設に伴うスキャナ保存制度等の整備 

国税関係書類に係るスキャナ保存制度及び電子取引（取引情報の授受を電磁

的方式により行う取引をいう。以下同じ。）の取引情報に係る電磁的記録の保

存制度のタイムスタンプ要件について、その付与期間内に国税関係書類に係る

電磁的記録又は電子取引の取引情報に係る電磁的記録の記録事項に総務大臣が

認定する時刻認証業務に係るタイムスタンプ（現行：一般財団法人日本データ

通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプ）を付すこととする。 

（注１）上記の改正は、令和４年４月１日以後に保存が行われる国税関係書類又

は電子取引の取引情報に係る電磁的記録について適用する。 

（注２）令和４年４月１日から令和５年７月 29 日までの間に保存が行われる国

税関係書類又は電子取引の取引情報に係る電磁的記録のタイムスタンプ要
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件について、従前どおり上記の記録事項に一般財団法人日本データ通信協

会が認定する業務に係るタイムスタンプを付すことを可能とする経過措置

を講ずる。 

（8）電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕措

置の整備 

電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、令和４年１月１

日から令和５年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が

行う電子取引につき、納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係

る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについて

やむを得ない事情があると認め、かつ、当該保存義務者が質問検査権に基づく

当該電磁的記録の出力書面（整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたもの

に限る。）の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合に

は、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができるこ

ととする経過措置を講ずる。 

（注１）上記の改正は、令和４年１月１日以後に行う電子取引の取引情報につい

て適用する。 

（注２）上記の電子取引の取引情報に係る電磁的記録の出力書面等を保存してい

る場合における当該電磁的記録の保存に関する上記の措置の適用について

は、当該電磁的記録の保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、

引き続き保存義務者から納税地等の所轄税務署長への手続を要せずその出

力書面等による保存を可能とするよう、運用上、適切に配慮することとす

る。 

（地方税） 

（1）上場株式等の配当所得等に係る課税方式 

① 個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得

の課税方式を所得税と一致させることとする。 

② 上記①に伴い、次の措置を講ずる。 

イ 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用要件が所得税

と一致するよう規定の整備を行う。 

ロ その他所要の措置を講ずる。 



 

－77－ 

（注）上記の改正は、令和６年度分以後の個人住民税について適用するとともに、

所要の経過措置を講ずる。 

（2）個人住民税における合計所得金額に係る規定の整備 

① 公的年金等控除額の算定の基礎となる公的年金等に係る雑所得以外の所得

に係る合計所得金額には、個人住民税における他の所得控除等と同様に、退

職手当等を含まない合計所得金額を用いることとする。 

（注）上記の改正は、令和４年度分以後の個人住民税について適用する。 

② 給与所得者の扶養親族申告書及び給与支払報告書並びに公的年金等受給者

の扶養親族申告書及び公的年金等支払報告書について、退職手当等を有する

一定の配偶者及び扶養親族の氏名等を記載し、申告することとする等の措置

を講ずる。 

（注）上記の改正は、令和５年１月１日以後に支払われる給与等及び公的年金

等について適用する。 

③ 確定申告書における個人住民税に係る附記事項に、退職手当等を有する一

定の配偶者及び扶養親族の氏名等を追加する。 

（注）上記の改正は、令和４年分以後の確定申告書を令和５年１月１日以後に

提出する場合について適用する。 

④ その他所要の措置を講ずる。 

（3）固定資産税に係る登記所から市町村への通知事項の拡大等 

① 民法等の一部を改正する法律により不動産登記法が改正され、登記簿に登

記される事項が新たに追加されること等に伴い、次の措置を講ずる。 

イ 登記所から市町村への登記情報に係る通知事項に所有権の登記名義人の

死亡の符号等を追加する。 

ロ 登記所から市町村への登記情報に係る通知事項にＤＶ被害者等の住所に

代わる事項を追加する。 

ハ 固定資産課税台帳に記載されている事項について市町村が証明書の交付

等をする際に、ＤＶ被害者等の登記簿上の住所が含まれている場合は、当

該住所に代わる事項を記載しなければならないこととする。 

（注）上記イの改正は民法等の一部を改正する法律附則第１条第３号に定める

日から、上記ロ及びハの改正は同条第２号に定める日から、それぞれ適用



 

－78－ 

する。 

② 市町村は、固定資産課税台帳に記載されている事項について証明書の交付

等をすることにより、人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認め

られる場合等においては、一定の措置を講じた上で、証明書の交付等をする

ことができることを明確化する。 

③ その他所要の措置を講ずる。 

（注）上記②及び③の改正は、令和４年４月１日から施行する。 

（4）不動産取得税に係る登記所から都道府県への通知等 

① 登記所は、市町村に対して登記情報を通知した場合は、都道府県に対して

も当該登記情報を通知しなければならないこととする。 

② 不動産を取得した者が、その登記の申請をした場合は、都道府県に対する

不動産取得税に係る申告又は報告を不要とするほか、所要の措置を講ずる。 

③ 上記②の場合においても、不動産取得税の賦課徴収に必要があると認める

ときは、都道府県知事は不動産を取得した者に、不動産取得税の賦課徴収に

関する事項を申告又は報告させることができることとする。 

④ 都道府県が住宅及び住宅用地に係る特例措置の要件に該当すると認める場

合は、不動産を取得した者から申告がなくとも当該特例措置を適用すること

ができることとする。 

（注）上記（④を除く。）の改正は令和５年４月１日から、上記④の改正は令和

４年４月１日から、それぞれ適用する。 

（5）更正請求書等の記載事項の整備 

更正請求書の記載事項から、その請求に係る更正前の課税標準等、納付すべ

き税額の計算上控除する金額及び還付金の額の計算の基礎となる税額を除外す

るほか、所要の整備を行う。 

（注）上記の改正は、令和４年 12 月 31 日以後に終了する事業年度等から適用す

る。 

（6）二輪車等に係る軽自動車税の申告手続の簡素化 

二輪の小型自動車、二輪の軽自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車に

ついて、主たる定置場又は二輪車等の所有者の変更に伴う市町村域を越える二

輪車等の転出入に際し、当該二輪車等の新たな主たる定置場所在の市町村に対
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する軽自動車税種別割の申告又は報告に基づき、当該市町村から従前の主たる

定置場所在の市町村にその旨を電子的に通知する仕組みを構築することとし、

地方公共団体情報システムの標準化のための基準（税務システム標準仕様書）

に盛り込むなど、所要の措置を講ずる。 

（7）タイムスタンプの国による認定制度の創設に伴うスキャナ保存制度等の整備 

地方税関係書類に係るスキャナ保存制度及び地方税関係書類に記載すべき事

項に係る電磁的記録の保存制度のタイムスタンプ要件について、その付与期間

内に地方税関係書類に係る電磁的記録又は地方税関係書類に記載すべき事項に

係る電磁的記録の記録事項に総務大臣が認定する時刻認証業務に係るタイムス

タンプ（現行：一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイム

スタンプ）を付すこととする。 

（注１）上記の改正は、令和４年４月１日以後に保存が行われる地方税関係書類

又は地方税関係書類に記載すべき事項に係る電磁的記録について適用する。 

（注２）令和４年４月１日から令和５年７月 29 日までの間に保存が行われる地

方税関係書類又は地方税関係書類に記載すべき事項に係る電磁的記録のタ

イムスタンプ要件について、従前どおり上記の記録事項に一般財団法人日

本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプを付すことを可能

とする経過措置を講ずる。 

 

七 関税 

１ 暫定税率等の適用期限の延長等 

（1）令和４年３月31日に適用期限の到来する暫定税率（412品目）及び特別緊急

関税制度について、令和５年３月 31 日まで適用期限の延長を行う。 

（2）加糖調製品（６品目）について、国内産糖への支援に充当する調整金の拡大

に伴い、次のとおり暫定税率の引下げを行う。 

関税率表番号 主な品名 現行 改正案 

1806.10-1 ココア粉 24.4％ 23.1％ 

1806.20-2-(1)-Ｂ ココアの調製品 24％ 23％ 

1901.90-2-(1)-Ａ-(b) ミルクの調製品 25.5％ 24.4％ 
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2101.11-1 コーヒーのエキス 14.5％ 12.1％ 

2106.10-2-(1)-Ｂ たんぱく質濃縮物 13.4％ 11.5％ 

2106.90-2-(2)-Ｅ-(a)-

ハ-(ロ)-Ⅲ-(Ⅰ)

乳糖を含有する調

製食料品 
25.5％ 24.4％ 

（3）たまねぎ（２品目）について、現行の暫定税率を基本税率として規定し、

暫定税率を廃止する。 

（4）ノルマルパラフィン（３品目）について、暫定税率を廃止する。

（5）令和４年３月 31 日に適用期限の到来する沖縄に係る特例措置（特定免税店

制度及び選択課税制度等）について、沖縄振興特別措置法に係る令和４年度以

降の法的措置を前提に、特定免税店制度は令和６年３月 31 日まで、選択課税

制度等は令和７年３月 31 日まで、それぞれ適用期限の延長等を行う。 

２ 個別品目の関税率の見直し 

繊維製品（女子用のブラウス等（綿製））の税細分を統合・簡素化し税率を統

一する。 

３ 海外の事業者を仕出人とする模倣品の水際取締りの強化 

改正商標法及び意匠法の施行に合わせ、海外事業者から国内の事業性のない者

に宛てて郵送等で持ち込まれた模倣品（商標権等侵害物品）を関税法の「輸入し

てはならない貨物」として規定するとともに、事業性のない輸入者に対する罰則

の除外及び侵害物品の認定手続に係る所要の規定の整備を行う。 

４ その他 

貨物運送用の反復使用される容器（通い容器）に係る免税手続の簡素化措置の

対象の拡大等を行う。 



（参考１）

平年度 初年度

１．個人所得課税

住宅ローン控除の見直し ▲ 20 50

２．法人課税

（１）積極的な賃上げ等を促すための措置 ▲ 1,640 ▲ 870

（２）５G導入促進税制の見直し 10 ▲ 20

（３）保険会社等の異常危険準備金制度の見直し ▲ 50 ▲ 50

　　法人課税　計 ▲ 1,680 ▲ 940

３．消費課税

（１）航空機燃料税の税率の見直し 150 150

（２）沖縄県産酒類に係る酒税の軽減措置の段階的廃止 20 -

　　消費課税　計 170 150

▲ 1,530 ▲ 740

（注１） 上記の計数は、10億円未満を四捨五入している。

（注３） 完全子法人株式等の配当に係る源泉徴収の見直しにより、所得税及び法人税あわせて、令和5年度に▲0.8兆円の減収が生じ、令和
7年度に＋0.8兆円の増収が生じることとなる。

令和４年度の税制改正（内国税関係）による増減収見込額

（単位：億円）

改　　正　　事　　項

合 計

（注２） 住宅ローン控除の見直しによる平年度減収見込額は、令和4年から令和7年までの居住分について、改正後の制度を適用した場合の
減収見込額と改正前の制度を適用した場合の減収見込額との差額（１年当たり）の平均額を計上している。
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（参考２）

（単位：億円）

１　個人住民税 7 13 21

　住宅ローン控除限度額の見直し 7 13 21

２　法人事業税 ▲ 78 ▲ 78

（1）大法人に対する所得割の軽減税率の見直し 3 3

（2）ガス供給業に係る収入金額課税の見直し ▲ 81 ▲ 81

３　固定資産税 50 50

（1）一般ガス導管事業者が新設した一般ガス導管事業 41 41

の用に供する一定の償却資産に対する課税標準の

特例措置の見直し

（2）その他 9 9

４　都市計画税 1 1

　税負担軽減措置の見直し等 1 1

合 計 ▲ 71 63 ▲ 7

国税の税制改正に伴うもの ▲ 19 19 1

　個人住民税 35 62 97

　法人住民税 ▲ 7 ▲ 43 ▲ 50

　法人事業税 ▲ 46 ▲ 46

再 計 ▲ 89 83 ▲ 7

した場合の減収見込額と改正前の制度を適用した場合の減収見込額との差額（１年当たり）の平均額を計上している。

（注２）　個人住民税の住宅ローン控除限度額の見直しによる平年度増収見込額は、令和４年から令和７年までの居住分について、改正後の制度を適用

計 道府県税 市町村税 計

（注１）　上記の計数は１億円未満を四捨五入しているため、計とは一致しない場合がある。

令和４年度の税制改正（地方税関係）による増減収見込額

改　正　事　項
平　年　度 初　年　度

道府県税

（注３）　固定資産税及び都市計画税に係る負担調整措置の令和４年度の特別な措置による同年度の減収額は、▲471億円と見込まれる。

市町村税

（注４）　上記の他、「大法人に対する所得割の軽減税率の見直し」に伴う特別法人事業譲与税の増収額は、平年度7億円と見込まれる。
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